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              平成２２年９月１７日（金曜日） 
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 第 ３ 議案第７８号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

 第 ４ 議案第８０号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

 第 ５ 議案第８１号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

 第 ６ 議案第８２号 紀美野町過疎地域自立促進計画の策定について 

 第 ７ 議案第８３号 平成２２年度紀美野町一般会計補正予算（第２号）について 
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            正予算（第２号）について 
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 開 会 

（午前１０時００分） 

 

○議長（美野勝男君）    それでは本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

  ９番、仲尾君。 

（９番 仲尾元雄君 登壇） 

○９番（仲尾元雄君）    ただいま町長から新聞の記事について報告がありましたけ

れども、町はそのことに関して朝日新聞に抗議をしないのか、それをちょっと聞いてお

きたいと思います。 

（９番 仲尾元雄君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

（午前１０時０６分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１０時０９分） 

◎日程第１ 議案第７７号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

◎日程第２ 議案第７９号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第１、議案第７７号、紀美野町税条例の一部を改正す

る条例について及び日程第２、議案第７９号、紀美野町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例について、一括議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ７番、西口優君。 

（７番 西口 優君 登壇） 

○７番（西口 優君）    前納報奨金を廃止するという、単純な話なんですけど、こ

れによって町民に対してどのような影響が出るかという部分を尋ねておきたいと思いま

す。 

（７番 西口 優君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 
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（税務課長 温井 勝君 登壇） 

○税務課長（温井 勝君）    私から西口議員の、町が廃止した場合は町民にどのよ

うに影響するのかという質疑でございます。 

  それについては、元来特別徴収については特徴で納めていただいています。今年から

は、年金の方については年金特徴という制度が始まりましたので、年金の方についても

特別徴収で徴収することになります。 

  ただ、以前から町民税の普通徴収の方については前納報奨金が廃止されますので、そ

の人には町からの報奨金がなくなるということでございますので、了解いただきたいと

思います。 

  どのぐらいの影響と言いますと、ざっと７００人ぐらいが普通徴収におられますけど

も、今の感じでは７００人ぐらいが影響があるのかなと思いますけども、これは一概に

普通徴収だけでもなしに、年金の方も含まれてきます。 

  以上です。 

（税務課長 温井 勝君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ７番、西口優君。 

○７番（西口 優君）    要は７００人ぐらいが税金が高くなるという、報奨金がな

くなる限りは、その分だけ割高になってくるんじゃないかと、こういうふうなことの町

民に不利益が発生するわけですね。不利益というか、要は前納報奨金がなくなるという

ことでしょう。ただ単に考えたら。だからそいつについては、もうやむを得ん処置とい

う、こうなってしまうかもわからんのやけど、そういうふうなことに対しては町という

のは、もうやむを得んと、そういうふうに考えているのかどうか。再度の考えを聞かせ

てもらいたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

○税務課長（温井 勝君）    不利というよりも、普通であったら住民が得してたと

いうことにはなるんですけども、制度上で本人が納めなくてはならない金額を前納報奨

金で安くしていたということで、それを普通のように戻すということでございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    まず具体的な点から質疑します。 
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  最初に７００人と言われましたが、納税者全体の普通徴収で納めている人の比率、７

００人というのは、納税者全体の比率で何パーセントぐらいになるのかということと、

前納報奨金制度を廃止するということが、窓口で納めざるを得ないということで、窓口

で納めてきた人たちの納税意欲というのはおかしいかしれませんけど、そういう思いを

そぐことになるということは考えられないのか、その辺のことについてお答えください。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

（税務課長 温井 勝君 登壇） 

○税務課長（温井 勝君）    田代議員の質疑にお答えします。 

  まず納税者の比率ですけども１４.８％ぐらいです。それから窓口に来られる方の意

欲がなくなるのではないかということでございますけども、これからも今までのように

広報して、納税に努めていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

（税務課長 温井 勝君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    今まで普通徴収で支払っている人しか、この制度はないん

ですけども、ただ、１年分一遍に納めておくよと、前納ということをやって、それで期

日も守ってということでやってこられた方が、この制度がなくなると、１期分ずつ４期

に分けて納めたらいいのやということで、今まで一生懸命協力してきたという気持ちを

そぐことにならないのかどうか。報奨金があるからということもあるんでしょうけど、

納税義務を守るという意味で言ったら、そういう立場で、そういう人の思いにはどうこ

たえていくのかなということは気になりましたので、その点お伺いしたんですけど。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

○税務課長（温井 勝君）    田代議員の再質疑にお答えしたいと思います。 

  まず廃止の背景は、普通徴収の業者に対して、和歌山県並びに県下の市町村が合同で、

平成２３年度から個人住民税の特別徴収の履行を徹底するような働きかけを広報等でや

ってますので、その意向も踏まえての廃止になったわけです。 

  県下的に見ても３０市町村あるんですけども、廃止が１９市町村、既にやってます。

それから平成２３年度から平成２４年度に廃止予定というのが８市町村、うちは含んで

ませんけども、それと、残り２町村については、今のところ未定という調査をしており

ますので、どうしても普通徴収の前納報奨金がなくなると、納期というか、収納の関係
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が薄れてくる可能性はないとは言えませんけども、極力これから収納してもらうように

働きをかけていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    話を聞いていると、全部の市町村が廃止しているわけでは

ないということで、特別徴収にするようにと言われても、全部やれるわけではないんで

すね。１４.８％と。それが１０％ぐらいが残るのと違うかなと。 

  その人たちが今までせっせせっせと、ということではないかもしれませんけど、前納

するよといって来ていた人たちが、そんなんやったら納期ごとに納めたらいいんやと、

わざわざ１年分とか半期分、前もって納めなくても、意味がなくなるから、そういうこ

とは町はあれしてないんやなということになってくると、事務的にはどうか知りません

けど、町にとっても納税義務の徹底ということ等から考えると、決してプラスにはなら

ないと思うんですけど。ほとんど９０パーセント近い人が特別徴収で、その恩恵を受け

られないからということでというのが、どうも理にかなわないというか、その辺のこと

をどうお考えなのか、ちょっとお聞かせ願いたいのですが。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    田代議員の再々質問にお答えをいたします。 

  私も長らく税金に携わらせていただいた経験もございます。今の前納報奨金といいま

すのは、昔の普通徴収といいますか、徴収に回っていたというころの一つの忘れ形見み

たいな、そんな感じやと思うんです。したがいまして、今、特別徴収、そしてまた口座

振替という制度がありまして、それに皆さん加入をし、納めていただいている方々もご

ざいます。 

  しかしながら、やはりこうした一部の人に前納報奨金を渡しているということではな

しに、税は税として振替納税で納めていただく、そうした推進のほうへ力を入れていく

ことは当然の話であろうと。 

  そしてまた、県、また各市町村とも、前納報奨金は廃止の方向に向かっているという

ような中で、やはり当町といたしましても、まずこれについて、前納報奨金を廃止して

いきたいと。そして振替納税の推進をしていきたい、そうしたことで今後とも進めたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 
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  ２番、小椋孝一君。 

（２番 小椋孝一君 登壇） 

○２番（小椋孝一君）    同僚議員からいろいろ質疑があったわけですけど、また私、

別の観点からちょっとお聞きをしたいと思います。 

  前納制で、前納した者については、日にち内に納めることによって報奨金の割引があ

ると、こういうふうになっておりますけども、ただ７００人、金額にして１５％ほどが

先にいただける。町としては予算的に早くお金をいただけるということに関しては、や

り繰りがしやすいのではないかと。 

  今後、多分６月末か５月かは定かではございませんけども、その日までに納めたら報

奨金がもらえる。別に報奨金がもらえるからといって払う人もなかろうかと思うんです

けども、やはり働いてお金があれば、税金がかかってくれば、払わんならん義務という

のは、これは我々は思うところでございますけども、私も議員の立場からしたら、これ

を廃止することによって、日にちが何月何日までに払ってくださいよというのが消える

わけでしょう。１年の間で分割して払ったらいいということになるかと思うんですけど

も、町の財政のやり繰りとか、そういったものに支障を来してこないかという一つの懸

念がございます。 

  あと、町長が言っている振替口座という話、ちょっとそこわからないので、もう一遍

説明をしていただきたいと思います。 

（２番 小椋孝一君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

（税務課長 温井 勝君 登壇） 

○税務課長（温井 勝君）    小椋議員の質問にお答えしたいと思います。 

  前納報奨金の廃止になりますけども、納期が、町民税の場合は４期ございます。前納

報奨金の場合は、１期が６月１６日から３０日まであるんですけど、３０日までに納め

てくださいよと、そしたら前納報奨金を今までは支払ってました。普通で納期ごとに納

める場合は１期、２期、３期、４期とありまして、前納報奨金の場合は、１期で納めて

もらう方については前納報奨金制度で割り引いてますよということです。 

  振替口座の件ですけども、口座振替ということで、個人が指定の金融機関に口座を持

っておられて、それで何期の分は、この口座から引いてくださいという届けをするのが

振替口座になってますので、ご理解いただきたいと思います。 
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（税務課長 温井 勝君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ２番、小椋孝一君。 

○２番（小椋孝一君）    一番心配しているのが、私も前納でお支払いはしておりま

すけども、これが別に日にちを指定されなくて、それだったら４期分に分けて払おうか

と。 

  振替用紙をして定期的に口座から引き落とされるという、こういうシステムにしたい

ということだと思うんですけど、もし普通預金の中にお金が入っておらなくて、引き落

としできなかった。そういった問題も出てくるかと思うので、そこらについてと、財政

的に皆さんの税金を活用して、行政が金銭的な予算を組みながらやっている中で、十分

それで回っていくのかいかないのか。前納制で払っている場合、お金を早くいただけま

すから、何かの事業に使えるというのは、これはもう財政的にも非常にいいことだと思

うんですけども、そこら、振替口座をした場合に落ちなかったり、では落ちなかったら

税務課のほうで直接集金に行くのか。そこらもいろいろ問題が出てくると思うんですが、

そこらの処置まで想定して考えを持っておられるのか、再度、お聞きします。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

○税務課長（温井 勝君）    小椋議員の再質疑にお答えします。 

  口座になかって落ちなかった場合は、銀行から個人あてに預金が不足してますよとい

う通知が行ってるそうです。それと、納期が来ると、うちのほうから督促状というのを

送らせていただきます。督促状によって納めてくれるという人もございますので、そう

いう形式でやってございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    ２番、小椋孝一君。 

○２番（小椋孝一君）    今、銀行から通知が行くということですけども、決して銀

行から通知を、すべてができるものでもないと思います。そうなると、もちろん再度、

督促をかけて、結局延滞税をつけて請求を出すというような形になろうかと。そういう

手間が出てくると、私は個人的に思います。 

  その観点からすると、ほかの１９市町村がやっていると。８市町村が検討中であると。

あと２町村が、まだ態度を示していないということでございますけども、別にほかの市

町村に合わせる必要は、私は決してないと思います。前納報奨金の制度というものは、

前納している者にとっては残してあげるべきだと私は思います。そういう観点から、こ

の件に関しては私は反対をしたいなと、こういうふうに思います。 



－１４７－ 

  ほかの形の中では、必ず連絡してくれるというのは、多分してるんだろうと思います。

家にいてなかったり、携帯に出なかったりということになると、絶対落ちないのですか

ら。そういう手間が出てくると思うので、税金の収納が、今までより滞納率が非常に悪

くなる懸念を私は持っているわけでございます。 

  それで今後、税務課としては、夜でも集金に行くというのであれば、進めていったら

いいかと思いますけども、そこの観点から、そこまで十分配慮した中で考えを持ってお

るのかおらないのかということを、再度お聞きします。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    小椋議員の再々質疑にお答えをいたします。 

  納税というのは国民の義務なんです。その国民の義務を果たすために、今までの制度

的に言いますと、以前の制度は役所から徴収に回っていた、そういう制度であったんで

す。それが今は口座振替という、銀行を利用した制度に変わってきている。だから前納

制度というのは、そうしたことからすると過去の遺物であるというふうに、ちょっと極

端過ぎますけどね。だからやはり集めに行くどうこうというよりも、税金というのは自

主的に納税をしていただきたい。そして、できないものについては、今までどおり徴収

には行かないといけない。したがって、口座振替制度をこれからも普及啓発していくん

やと、そしてその制度を利用していくんやというようなことから、こうした前納制度の

廃止というものをひとつご理解をいただきたい。 

  納税というのは皆さんに課せられた一つの義務ですから、そこらのところをご理解い

ただいて、この案件についてもご理解を賜りたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

（午前１０時３３分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３７分） 

○議長（美野勝男君）    副町長、小川君。 

○副町長（小川裕康君）    小椋議員から質疑をいただいた中で、前納をいただいた

ら、そのお金が町の財政の資金として使えるということで、それがなくなった場合に町
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の資金の収支とかといったところに影響はないかというようなご質疑であったかと思い

ます。 

  これにつきましては、前納報奨金というような形で皆様にお返しする、それの利率と

現在の資金不足のときに１借りとしてお借りする利息との差でいけば、１借りをする利

息のほうが現在は低いような状況でございますので、前納がなくなったときに町の財政

運営に影響がないかということであれば、そういった心配はないというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    若干、確認しておきたいと思います。 

  町が進めようとしている引き落としですね、こういう場合にはあれは要らないわけで

すか、銀行等への通知は。 

  それともう１点は、あらゆる納税者にとって、納税の義務は、町長が言われるとおり

あるんですけども、選択肢というんですか、引き落としでやろうという人、また、今の

流れとしてはおかしいというふうに言われますけれども、町のサービスですね、そうい

うことで一括前納ですることになって、一定の報奨をもらえると。この方が町にとって

も徴収率が上がってくると、そういう点もあるかと思うんですけども、その辺のところ

の選択肢を残す。全部一斉にそうしなければならないというふうな規定がないならば、

そういう選択肢を残していくというのも、一つの手ではないかというふうに思いますが、

その点を確認しておきたいと思います。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

（税務課長 温井 勝君 登壇） 

○税務課長（温井 勝君）    美濃議員の質疑にお答えしたいと思います。 

  口座振替の場合は、銀行のほうには通知しなくても、本町からこれだけ納めてくださ

いよという通知が行きます。ただ、普通徴収されている窓口納付の方については、うち

から送っている納税通知書の中に前納報奨金の額が省かれてきますので、記入された額

で納めてもらうようになります。もし銀行で振り替えられる場合は、納付書１通につき
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１０円の手数料を銀行のほうへ支払ってます。 

  それと、前納報奨金を廃止すると徴収率が落ちるかもわかりませんということでござ

いますけども、極力徴収のほうに力を入れて、徴収率の落ちないように努めていかなく

てはならないかと思います。 

（税務課長 温井 勝君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １５番、美濃良和君。 

○１５番（美濃良和君）    引き落としの手数料ですけども、今、１０円と言われま

したか。それは１人１０円なのか、１回１０円なのか、そこのところを説明しておいて

ください。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

○税務課長（温井 勝君）    再質疑にお答えしたいと思います。１回１０円です。

ご了解いただきたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第７７号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    議論の中で大半が今、特別徴収になっているということ、

それから住民に納税の義務があるということ、それから制度の流れとして、そういう方

向に流れつつあるんだという話がありました。 

  ただ、そういう話があったにしても、今まで前納に協力してきた納税者の思いにはこ

たえない施策であるというふうに思います。 

  また、前納する人が少なくなっても、町にさほどの影響はないというのですが、収支

の上で影響はなくても、４期に分けてしか納税できない人も出てくるということで、そ

ういう点での行政上のマイナス面というのも出てくると思いますので、そういうことも

考えれば、この条例改正案に賛成することはできませんので、反対討論といたします。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 
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  ９番、仲尾元雄君。 

（９番 仲尾元雄君 登壇） 

○９番（仲尾元雄君）    賛成討論を行います。 

  先ほどから質問をさせていただいたところ、お答えいただいた中に、利子の額よりも

報奨金のほうが高いということは、報奨金を支払い過ぎているということになるわけで

す。それと、納税組合等も最近はなくなってきて、これもやはり利子よりも手数料を多

く支出しているということで、そうなったのかと考えます。 

  それと、一遍に払えるお金のある方と、日ごろなかなかお金に不自由されている方、

僕のような方なんですけど、そういう者が報奨金を利子よりも余分にもらうということ

は、やはり納税者の平等性から言って欠けているのではないかと思います。したがって、

役場が別に財政上支障がないということでございますので、こういうことは今までの習

慣だと思いますけれども、廃止をして、１日も早く口座振替のシステムでやっていただ

けたらいいと思います。 

  以上です。 

（９番 仲尾元雄君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第７７号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第７７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（美野勝男君）    起立多数です。 

  したがって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。 

  これから議案第７９号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第７９号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第３ 議案第７８号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

◎日程第４ 議案第８０号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

             について 

◎日程第５ 議案第８１号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第３、議案第７８号、紀美野町消防手数料条例の一部

を改正する条例について、日程第４、議案第８０号、紀美野町消防団員等公務災害補償

条例の一部を改正する条例について及び日程第５、議案第８１号、紀美野町火災予防条

例の一部を改正する条例について、一括議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    議案第８０号、紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正する条例についてと議案第８１号、紀美野町火災予防条例の一部を改正する条

例について、質疑いたします。 

  議案第８０号については先日説明がありましたが、児童扶養手当と消防団員の公務災

害について、もう少し詳しい説明を願えればと思います。 

  それから火災予防条例の一部を改正する条例については、出てきてる住宅用防災機器

の設置をしなくてもいいという、複合型住居というんですか、具体的にはどういう施設

を指しているのか、その２点だけお願いします。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、田代議員の１点目のご質疑からお答えをさせ
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ていただきます。 

  まず、消防団員等の公務災害補償制度に関する詳しい説明ということでございますが、

今までは母子家庭に関しまして、子どもの養育に要する手当として、児童扶養手当が支

給されております。例えば父親が公務により死亡して母子家庭となった場合に、公務災

害補償として遺族に年金が支給されますが、子どもがいることにより児童扶養手当に関

しても加算がされるために、こういった二重取りを防止するための措置として、基本的

には児童扶養手当法の中で調整が行われています。しかしながら、消防団員の公務災害

補償との受給調整といいますのは、児童扶養手当法の中では行われずに、消防団員の災

害補償を減額して受給調整を行っていました。 

  今回新たに父子家庭にも児童扶養手当が支給されることとなった関係で、消防団基準

政令の中で、父子家庭における受給調整を新たに規定することが必要になったと、こう

いうことでございます。 

  ２点目のご質疑で、複合型の居住施設とはといったことであったかと思うんですが、

消防法の中では、いろんな火災が発生した場合に、できるだけ被害を軽減するための消

防用設備等の設置が義務づけられておるわけですが、そういった中で消防法の別表とい

うような中で１項から２０項まで、項別にいろんな建物の用途別に分類をしまして、規

制がかけられています。 

  そういった中で、１つの用途ではなしに、多用途にといったような建物に関しまして

は、１６項イというところに枠組みされるわけでございますが、今回この改正に伴いま

す複合型の居住施設といいますのは、共同住宅と、これから言います福祉施設とが共存

する建物と、そういった意味での１６項イの複合用途対象物ということになります。共

同住宅と共有する、用途的には有料の老人ホーム、それから福祉ホーム、認知症対応型

の老人共同生活補助事業を行う施設、共同生活介護、もしくは共同生活援助を行う施設

といったような形の用途の部分が共存する場合の措置として、そういった用途に適する

消火・防火上有効な消防設備等を設置した場合には免除しますよと、こういう取り決め

でございます。 

  以上、簡単でございますが、答弁にかえさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（美野勝男君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第７８号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第７８号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって議案第７８号は、原案のとおり可決されました。 

  これから議案第８０号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第８０号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８０号は原案のとおり可決されました。 

  これから議案第８１号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第８１号を採決します。 
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  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８１号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第６ 議案第８２号 紀美野町過疎地域自立促進計画の策定について 

○議長（美野勝男君）    日程第６、議案第８２号、紀美野町過疎地域自立促進計画

の策定について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ７番、西口優君。 

（７番 西口 優君 登壇） 

○７番（西口 優君）    自立促進計画、一応これについては現況と、何かこういう

ことが必要であるという部分が明記されております。文章的にはきれいな形ででき上が

っているんですけども、現実問題として、これで必要だということはわかります。すべ

ての項目について、こういうことが必要であると。 

  だけど改善策という部分が、具体的にこんな小冊子ぐらいのもので、実際に紀美野町

の将来をというふうなことを明記するのは無理であろうと。本当にやる気だったら、何

倍も厚いものになってしまうであろうと、こういうふうに思う。 

  本当にこういうふうな案があって、これに対する具体的な裏づけ、こういうところを

こんなに改善して、こうしていかなければ将来像が出てこないのではないかと、こうい

うふうに思うので、あくまでも形式的に促進計画の案という形は、ある程度文章的なこ

とはわかりますけど、実際にここに書かれているような部分だけで、これはもう形式的

に書いているというだけで、本当にこんな部分が必要やというのは、そら確かに現状を

見て、このままでは過疎になってしまうということが、認識としてだれにもありますけ

ども、それをどんなふうに改善していくという具体的な部分が、あまりにも少ないよう

な気がするので、その点について、もうちょっと踏み込んだことを、これから本当に検

討していくのかどうか。確かにこれだけのことでどうなるというものではないのはわか

りますけど、本当に前向いてやる気だったら、こんなものではとても足らんやろうと、

こういうふうに思うので、その辺の具体的な裏づけとしてあるのかどうかという部分を

尋ねたいと思います。 

（７番 西口 優君 降壇） 
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○議長（美野勝男君）    企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    それでは西口議員のご質疑にお答えさせていただ

きます。 

  今、自立促進計画を上程させていただいている中で、具体的な改善策が載ってないで

はないかということでございます。これにつきまして、ご説明させていただきます。 

  過疎地域自立促進計画につきましては、今年制定されました過疎法に基づきまして、

過疎債を活用する市町村だけに策定が義務づけられた計画となってございます。また、

この計画に載っていない事業につきましては、過疎債を活用できないということになっ

てございます。つまり過疎債を活用することを目的とした計画であるかなと考えてござ

います。 

  この計画は平成２２年度から６年間の中長期の計画を策定するものですが、期間中に

変更が生じた場合には、変更計画として見直しを行っていくことになります。このため、

今回計上している５億円の過疎対策対象事業に基づきながら、追加事業の変更が可能な

計画内容とするために、余り詳細的な表現とはせず、全般的に大まかなものとしてござ

います。 

  このため、町すべての問題や対策、また各対策事業につきましては、事細かく記載す

ることはしてございません。ご了承願いたいと思います。 

  なお、詳細的な事業につきましては、各担当課において計画を立ち上げまして、必要

なときに議会に上程させていただきまして、予算化して事業を実施していくということ

になってくるかと思います。 

  以上です。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ７番、西口優君。 

○７番（西口 優君）    今の話だと、過疎債を借りるための名目やというふうな、

そういうふうな答弁であったろうと思います。実際には、もし借りるとしても、そうい

うふうなことを借りてでも、過疎地域から脱却しなかったら意味のない話やしな。だか

ら脱却するための具体性ということは、各課にあるのかもわかりませんが、その時に上

程してくれるというふうな話だったんですけど、そういう部分まで本当は議会に上げる

べきでなかったかなと。個々に実際に実務に当たったら、そういうことが出てくれるの
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かもわからんけども、ある程度将来的な見通しという部分が、議員側にもわかるように

してもらいたい。要望ではないし、するべきでないかと思うんやけど、その点について

の考え方、再度答弁願いたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、増谷君。 

○企画管財課長（増谷守哉君）    西口議員の再質疑にお答えさせていただきます。 

  計画の中では産業の振興から交通・通信体系の整備、最終、集落の整備ということで、

項目に分けて記載させていただいております。この中で現況と問題、それからその対策

ということで、項目を大まかな形で計上させていただいております。詳細的な事業につ

きましては、今把握できている範囲で、その次の計画というところで計上させていただ

いております。ただ、長期的な６年の計画となりますので、現在把握できない、想定も

できない事業があるかと思います。それにつきましては、その都度、計画変更させてい

ただきまして、事業を議会のほうへ上程させていただきまして、予算化して実施してい

くということで、事前に議会の承認をいただきながらさせていただくということでござ

います。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    内容の大まかなことについては、同僚議員からの質疑でわ

かったんですが、具体的な文言で、何点か質疑させていただきます。 

  ページで言うと７ページ、市町村財政の状況、３番、１、基本的な事項の中で、

（３）市町村財政の状況、イの財政の状況です。その中で人件費が２８.０％、公債費

が３２.７％を占め、財政硬直化の大きな要因となっているということで、人件費も財

政硬直化の要因だというふうに書かれていますが、人件費の比率というのはどの程度が

望ましいと考えられているのか、その点についてお聞かせください。 

  それから２番の産業の振興で、ページで言うと１４ページです。この中で、表の１０

番にその他という欄で、自然と花を活用したまちづくり支援イベント＆花苗木補助とい

うのが書いてあります。具体的な事業をイメージされているのかどうか、何か計画され

ているのかどうかということをお聞かせください。 

  ３番の交通体系の整備、情報化及び地域間交流の促進です。１９ページです。この中

で（２）の対策、オの交通の確保ということで、少子化による小中学校の統合に対応す
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べくという文言があります。第１次総合計画にも載っているんですが、将来は中学校の

統廃合も視野に入れておられるのか、その点についてお聞かせください。 

  次が２３ページです。生活環境の整備で（２）その対策、消防施設というのがありま

す。この中にも常備消防の広域化を推進するという文言が入ってます。計画の２４ペー

ジの表の中にも、消防本部、消防広域組合負担金というのが載せられています。そこで

お伺いするのですが、消防の広域化に積極的に推進するという立場なのかどうか、この

辺のことをお聞かせください。 

  次は３１ページ、教育の振興というのがありまして、（２）その対策というので、ア

の学校教育、ここにも学校給食施設においても、統廃合や共同調理方式を考慮し云々と

いう文言があります。これは学校給食のセンター方式を意味する文言なのかどうか、そ

の点について、お答えをお願いいたします。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    田代議員のご質疑の２３ページ、常備消防の広域化を推進

するということに対しまして、当町の姿勢はどうかというご質疑でありましたが、これ

につきましては、先般の向井中議員からの一般質問でも回答させていただきましたとお

り、当町といたしましては、広域消防化による空洞化の箇所を埋めていきたい、そうし

た思いから積極的に推進を進めていきたい、そうした思いでございますので、ご答弁と

いたします。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務課長、井上君。 

（総務課長 井上 章君 登壇） 

○総務課長（井上 章君）    田代議員の人件費の適正な比率ということのご質疑で

すが、適正な比率というのはわからないんですが、現在、町では職員の定員適正化計画

に基づきまして、適正な職員の数ということで進めておるところでございます。 

  以上でございます。 

（総務課長 井上 章君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 
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（総務学事課長 溝上孝和君 登壇） 

○総務学事課長（溝上孝和君）    田代議員のご質問の１９ページ、あるいは３１ペ

ージ、同じような意味になりますが、少子化によります小中学校の統廃合に対応すべく

ということなんですが、教育委員会としては積極的に統廃合を進めるのではなくて、将

来的にいた仕方なく統廃合になれば、どうしてもスクールバスというのが考えられるべ

きことなので、それを購入する場合には、どうしても過疎債等の資金面を考えていかな

くてはならないということで記載しております。 

  また、学校給食においてでも同じことなんですが、どうしてもそういうことになりま

すと統廃合、あるいは今現在、小学校はしておるんですが、中学校もそういった傾向が

あると思いますので、将来的にやった場合には、センター方式も含め、あるいはいろい

ろな方式がありますが、それらを含めるとなると、施設的な建物等を考えていかなくて

はなりません。その場合の資金面等々考えれば、それらも過疎債等の対応をすべき事業

かと思いますので、記載しております。 

  以上です。 

（総務学事課長 溝上孝和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

（産業課長 中尾隆司君 登壇） 

○産業課長（中尾隆司君）    私のほうから産業関係の振興ということで、イベント

及び花苗木の補助ということで、現在まちづくり協議会が、目指せ日本一の里づくり事

業ということで、桜の植栽を進めているところであります。そのような形で昨年度、桜

の植樹イベントということで、桜の丘公園という形で進めております。今後そのような

形でイベント的な催しと、また自分の桜、マイサクラ、イチョウを育てようということ

で推奨しております。そのような形で、補助的な形も含めながら現在進めているところ

であります。 

  以上、簡単でございますが、答弁とさせていただきます。 

（産業課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    広域消防の件について、ご答弁させていただきま

す。 
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  現在、常備消防の広域化を推進することを目的として、県の消防広域化推進計画にの

っとって、橋本市、伊都郡、紀の川市、岩出市、海草郡の各消防署が協議中となってご

ざいます。町としても現状の消防体制では不備なところも出てきてございますので、広

域的な取り組みでということで推進しているところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    人件費はわかるんですけど、第１次総合計画でも定員適正

化計画に基づいて職員の管理機構のスリム化を進めるとともに、人件費をはじめとする

経常経費を削減していくんだということで経常経費の削減に努めるということになって

います。 

  お聞きするのですが、合併後の職員数の推移と、非正規職員の職員の中に占める比率、

それについてはどういうふうに推移しているのか、その点について、わかる範囲で結構

ですので答えてください。 

  産業の振興で、今、桜を植えているとか、イベントに、これからは財源として過疎債

を使いたいということなのかどうか、お伺いします。 

  それから交通の確保の問題で、小中学校の統合の問題ですが、普通に考えると、小学

校の統廃合は、大体のあれはわかるんですけど、普通に考えると、中学校の統廃合とい

うと、毛原中学校と美里中学校の合併統合になるというふうに、そういうことが視野に

入っているのかなというふうに思うんですが、そういうことでよろしいのでしょうか。

そういうことも考えなければならないということなのでしょうか。 

  生活環境の問題で消防の問題ですが、具体的にお伺いしますと、広域化した場合の通

報先、今だったら１１９へかけると消防本部へ回るわけですけど、通報先はどこにいく

のかとか、指令台は具体的にはどうなるのか、その辺のことについて、こういった場合

の想定ですけども、お聞かせ願いたいというふうに思います。 

  それから学校給食なんですけども、ちょっとわからなかったのは、もし中学校なら中

学校、小学校なりが統廃合された場合にセンター方式も考えているというのは、ちょっ

と理解しにくいのです。統廃合したら、それぞれの学校で自校方式でやれるのと違うか。

統廃合をにらんでセンター方式というのは、ちょっと理解できないのですけども、その

点について、もう一度答弁をお願いします。 
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○議長（美野勝男君）    総務課長、井上君。 

○総務課長（井上 章君）    田代議員の再質疑の職員数の推移でございますけれど

も、合併当時、２４１名の職員数でございました。現在は９月時点で２０６名となって

ございます。臨時職員との比率でございますが、現在臨時職員の数の把握をできており

ませんので、後ほどということで、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

○産業課長（中尾隆司君）    産業振興の関係でございます。現在のところ、過疎債

を利用した事業等は行っておりませんが、今後イベント等の関係で利用が考えられます

ので、計画の中へ入れさせていただいております。 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

○総務学事課長（溝上孝和君）    小中学校の統廃合なんですけども、毛原等の考え

があるのかということになるんですけども、第１は保護者の考えを尊重しなければなり

ませんので、将来そういうことになれば、そういう視野を考えております。スクールバ

ス通学ということになろうかと思います。 

  それと給食は、統廃合やから給食するということではないんですけども、そういう可

能性も出てくるということですね。自校方式、あるいはいろいろ方式があります。ただ、

自校方式になると大変な費用等が発生してきますので、各中学校を含めますとそれだけ

要りますので、小学校、中学校が一緒に給食をすればセンター方式等々が考えられると

いうことの解釈をお願いします。 

○議長（美野勝男君）    消防長、家本君。 

○消防長（家本 宏君）    田代議員からの消防広域化後の通報先、また指令台に関

するご質疑に関して、お答えをさせていただきます。 

  現在推進しております消防広域化の枠組みの中には、紀美野町消防本部、那賀消防組

合消防本部、伊都消防組合消防本部、橋本市消防本部、高野町消防本部、こういった常

備消防の本部がございまして、広域化が実現した場合には、これが１つの消防になると

いったような形で、どこかの地域に消防指令センターというのが要るという形になろう

かと思います。 

  そういった中で、通報先は当然こういった管轄からの通報すべて、その指令センター

の方へ行きます。また指令台に関しましても、指令センター１カ所に整備をしていくと

いう形になろうかと思われます。 
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  以上でございます。 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    合併後、４０人近い職員数が減っているということで、外

から眺めて、私が直接職務をやっているわけではないので、感じでしか言えないんです

けども、部署によっては業務が非常に煩雑過ぎるというような感じを受ける部署もあり

ます。 

  給与水準も先般来の話を聞くと、この間、少し改善されたんですけども、県下で一番

低い部類になるんやということで、ひたすら合理化やスリム化ということで進めていく、

それが合併のメリットなんだということになってくると、専門性とかモチベーションと

か、それぞれのところで損なわれる可能性がないのかという懸念があるんですけど、そ

の点についてのご答弁をお願いします。 

  産業の振興では、イベントにも過疎債は使えるのですか。素人的な質問ですけども、

そのことをちょっと。 

  それから学校の統廃合の問題ですけども、中学校給食も視野に入れてのことかなとい

う気がしないでもないのですけど、総合計画のほうでも、特色を持った学校づくりを進

めておると述べられてます。今まで訪ねた自治体によると、いわゆる都市の学校に適応

できない子どもたちを積極的に迎え入れて、そういうことを特色にしてやっているんだ

という学校もありました。そういう山里のよさというんですか、自然と人の素朴さを活

用した教育、へき地の学校を守るということが考えられないのかどうか、そういう模索

があってもいいように思うんですけど、その点についてどうなのか、お伺いします。 

  消防の統廃合問題ですが、指令センターを設けて、そこへ通報して、そこから各消防

署へ指示がいくという、特にこの町の消防とか高野町などのような小規模な消防本部は、

地元に密着しながら活動しているという特色を持っていると私は思うんです。消防団と

の連携であるとか、住民との関係とか、そういう点で非常に力を発揮しているのではな

いかというふうに私は考えてます。 

  広域化になれば、指令台は１カ所で済むということで、指令センターから送られてく

ると思うんですけど、指令センターに、地元消防署からだれか常駐しているとか、いろ

いろやり方もあるんですけど、懸念するのは、遠い指令から地域の実情や住民の特性が

把握できるのかどうか。これだけの広い範囲で、最終的に全県下１つの消防本部にとい

う話もあるというふうに聞くんですが、地域との密着性とか、何よりも地域の実情、こ
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の町の実情が、その指令センターで把握できるのかどうかという問題が疑問に思います。

住民の側から見れば、デメリットのほうが大きいのではないかと私らは考えるんですけ

ど、その点についてはどうなのか。 

  その点、答弁お願いします。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    まず、田代議員の再々質疑にお答えをいたしたいと思いま

すが、職員数と職員給料、また仕事量、これについて大丈夫なのかと、こういうことで

あろうと思いますが、これについては集中改革プラン等を基本的に置きまして、そして

こうした過疎計画の中で対応していきたい、そのように考えております。 

  またイベントにつきましては、ソフト事業は今回６年延長になった、その中でソフト

事業も取り入れられているということで将来的な計画の中身に入れていった。 

  また、消防に関しましては、広域消防になったら地元との密着性がないのと違うかと、

非常にご心配をしていただくのはわかるんですが、しかし広域消防のよさ、これを生か

し、そして今後そうした地元密着できるような広域消防組織をつくっていく、そうした

ことに努力していくべきではないかというふうに思います。そんな中で地元消防との連

携、この問題も出てこようかと思います。 

  それと、これは教育の問題ですが、山里の学校のよさを保っていくのがいいのではな

いかということでございますが、現在もこれからも、紀美野町としての学校のよさ、教

育のよさ、そうしたものを考えながら今後ともやっていきたい、そうしたことで、この

計画の中に入れておりますので、過疎計画というのは、今後こうした事業をしていくた

めには、過疎計画の中でうたっていかないと過疎債を利用できない、そうした根本的な

計画でございますので、今、田代議員がおっしゃられているように、細かいそこまでは、

まだ具体的な案を考えてないと言ったら語弊があるのですが、今後検討を重ねていくと

いうことです。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、新谷榮治君。 

（４番 新谷榮治君 登壇） 

○４番（新谷榮治君）    私は、この計画表を大体読んでみたり、のぞいてみたんで

すけれども、先ほどから田代議員が言われているように、とにかくこの計画表が平成２
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２年から５年間の計画表、どこを読んでみてもひっかかることばっかり。なるほど、立

派に調べてくれている。いいことを書いている。しかし全部何を見てもひっかかってく

るんですよ。高齢化、人口の減少、何でこういうことになってきたかということ、全部

そういうことがひっかかってくるんですよ。 

  林業一つ見てみても、議長が林業の一番重要なポストに座っている方ですけれども、

ここで一つ読んでみますと、森林整備地域活動支援交付金事業により、森林整備に欠か

せない森林調査を実施しており、適切な施業計画を立てて、間伐事業など、森林の整備

が進み、また和歌山市と海草郡が合併して生産向上を図る。生産向上を図って、果たし

てこれができるのかできないのか、売れるのか売れないのか。林業整備を進めていく。

新規林業担い手を育成しながら、育成して木がいつ売れるようになるのか。そういうこ

とが全部ひっかかってくることばっかりなんですよ。 

  これだけ立派なことを書いても何もならん。だから先ほどから田代議員が言われたよ

うに絞って、何が一番大切か、紀美野町で過疎対策にどういうものが必要なのか、こう

したら一番復活してくるのか、これが一番大事だということを知らさなかったら、結構

なことを書いている、全部結構なことを書いている、しかしその中身を見てみたら、全

部ひっかかることばっかり。 

  議長は林業の一番重責にある人やけど、こういうことを書いて、木を植える、木を伐

採して、伐採したら木が売れるのか売れないのか、売る計画があるのかないのか。そう

いうことが一つもうたってない。そういうことを、この計画表が最初に田代議員が言わ

れたように、まず絞って、何が一番大事か、これを主にしたら過疎対策にどんな計画が

できてくるか、紀美野町の一番大事なことはここであるということを絞って計画しなか

ったら、これだけの立派なものをこしらえてくれたけど、ひっかかることばっかり。で

きるかできないか、こんなものできひんやないかということばっかり。というてほって

おいたらあかん。こんなことできなかったと、ほっておくわけにいかん。これは絶対進

めてもらわんならん。しかしこれを絞っていかなかったらあかん。 

  立派なこと、どっさりこれだけ書いている。物すごく書いている。しかしこの項目を

議論するんだというようなところに至ってないと思う。これをもっと最初に議員の言わ

れたように絞り切って、ここが一番重要や、これが大事や、だからこれをつくっていっ

たら過疎対策に一番重要になってきますよと、結局これだけの計画の中でそれができる

んやったら、５年間なら５年間計画していかなかったら、これはあまりにも立派過ぎて
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項目が多過ぎる。そういうことです。 

（４番 新谷榮治君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    今、新谷議員からこの計画について、いろいろ異議があち

こちにあるということでございますが、過疎計画というのは、今後６年間における紀美

野町をこうしたことでやっていきたいというふうな、そうした方針、それを上げており

まして、この計画に上げていかないと、次、仮に事業をする場合に、過疎債を利用して

いこうと思っても、この計画に載ってなかったら過疎債を利用できないのだということ

で、なるほど議員ご指摘のとおり、いろいろ絵に書いたもちもあろうかと思います。し

かしながら、それを書き、そしてそれを何とか達成できるように、これをやっていきた

い、今後努力していきたいと思いますので、ひとつご理解を賜りたいと思います。 

  すみません。今ちょっと言葉の訂正をさせていただきます。絵にかいたもちと言った

ようでございますが、そうじゃなしに、やはり将来的にでき得るであろうことも含めた

上で、しなければならない、そうしたことを含めた上での計画でございますので、ひと

つご理解を賜りたいと思います。 

  以上です。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ４番、新谷榮治君。 

○４番（新谷榮治君）    今、町長が絵にかいたもちというのを訂正されましたが、

私もう一度使わせてもらいます。はっきり言って絵に書いたもちなんです。町長、訂正

したけども、絵に書いたもちではあかんのですよ。物事は何でも。 

  だから私、あえてもう一遍使わせてもらいますが、絵に書いたもちということでなし

に、なるほどこれは立派、先ほどから言ってるように、やらなければならないことばか

り。しかしもう一つ絞り込んでもらって、これをまず一番最初に行っていったら一番効

果が上がるんじゃないかということ、これを絞ってほしい。これを計画してほしい。こ

れだけのものを全部６年間でするというと、これは無理な話。だからもう一遍私使いま

すけども、絵に書いたもちではなしに、３年間なり２年間なり、これは一番重要で、こ

れを絞り込んでいったらいいなということを絞っていただきたいということです。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 



－１６５－ 

○町長（寺本光嘉君）    新谷議員の再質疑にお答えをいたします。 

  これにつきましては、あくまでも広い範囲での計画と、今後これを一つ一つ詰めてい

くんだと、そして事業を進めていくんだと、こういうことでご理解を賜りたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ８番、伊都堅仁君。 

（８番 伊都堅仁君 登壇） 

○８番（伊都堅仁君）    ３ページの若者定住促進と急速に進む高齢化社会に対応と

いうことで、下に地元若者定住促進はもちろんのこと、それに加えてＵ・Ｉ・Ｊターン

者についても、受け入れ体制と住環境整備を促進するというくだりがあるんですけど、

若者の定住、Ｕ・Ｉ・Ｊターンの受け入れということを考えた場合に、住宅と仕事とい

うのは欠かせないものだと思います。 

  その中で特に住宅のことですけども、２２ページには、公営住宅の現状というものが

書かれてあります。結構古い住宅が多い、老朽化しているということでありますし、２

３ページには、町内の若者やＵ・Ｉ・Ｊターン希望者の若者ニーズに対応する住環境の

建設と維持管理に努めていくということが載っているわけです。 

  以前、若者定住住宅についての質問、ほかの議員からも出てましたけども、その時に

は割と消極的な答弁があったと思います。それは執行部としては、方針を転換するとい

うことを前提にしているのか、それとも住宅をこしらえるというのはお金もかかるし、

リスクもあります。そこらあたりの考え方というか、どういうふうなバランスのある考

えをしているのかということをお聞きしたいと思います。 

  もう１つ、林業ですけども、今は森林整備の予算がついてますね。この間、新しい森

林整備予算について質問したら、５年間の継続でというふうな話だったと思います。森

林の整備については、環境問題もあって、整備しないとぐあいが悪いし、といって整備

して継続しないと意味がないし、継続していって経済的な見返りがあるのかというと、

なかなかそこらが難しい。そこらあたりがジレンマというか、難しいところだと思いま

す。そこらあたりのところをどういうふうに考えているのか。 

  もう１つ、３０ページの幼児教育について。ここに保育所と小学校の連携を図り、効

果的な保育所、小学校教育の運営に期するというくだりがあるんですけども、幼小一貫
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教育的なことを考えているのか、それを質疑したいと思います。 

  以上です。 

（８番 伊都堅仁君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    伊都議員の住宅に関するご質疑について、答弁さ

せていただきます。 

  この計画の中では、公営住宅においては住宅の建てかえを行い、住環境の整備を図っ

ていくということで、その必要性を明記してございます。 

  先日、一般質問のほうでも高齢者の住宅とか、若者の住宅ということについては、必

要であろうかということであります。ただ、住宅につきましては建設費に多大な費用が

要る。一度建てれば、維持管理には、ずっと長い期間において経費が要ってくるという

こともございます。地域住民の住宅への要望、ニーズ、それから経費的な面を十分検討

した上で、今、古い住宅もふえてきてございますので、建てかえ等について、また将来

的に検討してまいりたいという方針で考えてございます。 

  以上でございます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○議長（美野勝男君）    保健福祉課長、山本君。 

（保健福祉課長 山本倉造君 登壇） 

○保健福祉課長（山本倉造君）    幼児教育の件でございます。４保育所ございます

が、だんだんと幼児数が減少してまいります。このままそれぞれの保育所が、今の現状

のままで維持できるかどうかというのは、ひとえに幼児数にかかってくることだと考え

ています。 

  そうなった場合、どうしても統廃合ということは、考えていかねばならない問題であ

るということと、園児が少なくなるということになりますと、当然小学校の生徒の数も

少なくなっていくということがありまして、それぞれ統廃合という問題が発生するかと

思います。その際に保育所と小学校を、例えばですが、１カ所にするというか、そうい

うことも含めまして、今後検討していかなければならない問題であるということでござ

います。幼少一貫教育ということに、すぐにつながるとは考えておりませんが、いろん

な可能性を考えて検討してまいりますということでございます。 
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  以上です。 

（保健福祉課長 山本倉造君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

（産業課長 中尾隆司君 登壇） 

○産業課長（中尾隆司君）    私のほうから、林業の関係でお答えいたしたいと思い

ます。 

  森林の持っている機能、水源の涵養とか災害防止、自然の保護等の機能を発揮するた

めに森林整備というのを行っていきたいということで、そのためには境界の確認等、森

林情報の調査、把握など、森林情報の収集業務や施業実施の区域の明確化作業等々の事

業を行うために、森林整備地域活性事業支援を行っていきたいということで、そのよう

なことで、あと間伐等を行って、森林整備、また先ほど言われるように、売れるような

樹木を育てていきたいということを含めて整備をやっているところであります。そうい

うような事業ということで、ご理解のほど、お願いいたします。 

（産業課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ８番、伊都堅仁君。 

○８番（伊都堅仁君）    最初の若者の定住促進のＵ・Ｉ・Ｊターンの問題ですけど

も、とりあえず今直ちに積極的にどんどん住宅を建ててやっていくということではない

ということですね。そこら、ニーズに応じてということなんですけども、ただ、住宅と

いうものはないと、今どうするか考えている若者の定住ができないというところもあり

ますので、そこのところをどういうふうに考えているのかということをお聞きしたいと

思います。 

  林業はそれでいいです。 

  幼児教育なんですけども、幼児教育については、幼少一貫教育の前に幼保一元化とい

う問題がありますね。海南市では三野上で保育所を統合するのに、こども園というのを

こしらえて、保育所を統合するために犠牲というか、今まで各地域にあったものに比べ

て、送り迎えとかいう手間が余分にかかってきますね。それの見返りに、幼保一元化を

したこども園というのをこしらえたというふうに聞いてるんですけども、野上の３つの

保育所を統合するチャンスはあったわけですね。第一保育所に統合するというときに、

そこのところを考えなかったのか。またこれからどういうふうにしていくのかというこ

とを、ちょっとお聞きしたい。 
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  以上です。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    伊都議員の再質疑にお答えをいたします。 

  まず、第一保育所を建設する時に、統合の第二保育所、また小川保育所を統合する意

思はなかったのかと、こういうご質問でございましたが、これにつきましては保護者会

に対して投げかけました。そしてそれぞれのご意見をお聞きし、その結果、やはり統合

はしたくないと。今の第一保育所には第一保育所のよさがあり、第二保育所には第二保

育所のよさがあるんだと。また小川保育所には小川保育所のよさがある。そうしたこと

を見守っていただきたいと、こういう保護者会の強い要望がありましたので、今回は統

合はいたしておりません。 

  しかしながら将来的に保育園児の人数が少なくなってきましたら、そうした方向にも

流れていかざるを得んだろうというふうに私は考えております。 

  また、若者が定住するためには公営住宅を建てたらいいのと違うかと。これはもう手

っ取り早い話です。しかしながら公営住宅を一たん建てますと、後々の維持管理をして

いかんならん。そして紀美野町には１５０何戸という驚異的な数字の公営住宅が今建っ

ております。そんな中で、そうした公営住宅の維持管理費というのも、かなり大きな数

字になってきますので、そこらを考えながら今後検討の一つにも入れていきたいという

ことで、この計画には入っておりますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

  幼保一元化ということでございますが、これにつきましては今後の課題として置いて

いただけたらなと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    それではお聞きしたいと思います。 

  まず３ページ、私これずっと読んでいったんですが、社会経済的発展の方向の概要と

いうことで、産業構造の変化等が書いてありますけれども、その後の就農離れ等もあり

ますけども、国の責任というのが一切ないんですね。ですからすべて根本にあるのは住

民の方々の努力が足りないということになってくると、そういう押さえ方で話を進めて

いくと矛盾が出てくるのではないかというふうに思うんですけども、そこのところ、３
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ページでいうならばウで、そういうところがあると思います。 

  ４ページ、③、県の総合計画等による位置づけの下にありますが、これから目指すと

ころとして、こういったことかなということで、交流、連携、機能分担を視野に入れな

がらとあって、下のほうに魅力ある就業機会を提供する産業の育成を進め、都市近郊型

レクリエーション拠点の整備に努めると、これはどういうふうなことをお考えになって

位置づけているのか。 

  最初に聞きたかったんですけど、少し戻って申しわけないんですが、まずこの計画案

ですが、町のほうで職員の方でおつくりになったのか、もとになるものをコンサルに委

託してつくってきているのか、その辺をまずお聞きしたいと思います。 

  次に５ページの産業推移の動向というのがイというところにありますけれども、ここ

のところで若者の農業離れと。それが零細規模によるんだというふうに位置づけされて

いるんですけれども、そういうふうな零細規模というならば、これはもう仕方ないんで

すね。紀美野町においては平野のあるところではございませんから、どうしても零細規

模になってくる部分があるんですね。段々畑で１０町歩も２０町歩もつくれといったら、

とてもできませんからね。そういうところを踏まえておられるのかということについて、

聞きたいと思うんです。 

  産業の推移ということで、その下にありますけども、商店について書いてますね。町

民の消費生活に対応する工夫が必要ということで、ここでは押さえているんですが、こ

のことについて、さらにずっとありまして、１１ページに、また商業があるんですね。

ここで商工関係者のお話も聞いたんですけども、１つはスーパーの進出もあったりして

大変なんだということであるんですね。努力をされてきているけれども、１３ページに

も商業とあるんですけど、安くて品質のよい整理整頓の行き届いた明るい店を求める一

方、高級品志向があるんだということで書いているんですけども、紀美野町の小さな商

店というのは、そういうふうなことを解決する手段を持てるのかどうかという点もあっ

て、ここだけに商店の繁栄を求めていくと、またぶつかってくると思うんです。例えば

品物を並べるけれども、消費者がだんだんと減ってきている関係で、そうなってくると

最近の賞味期限というものですね、若い人たちは賞味期限でもってすぐ判断をしますか

ら、売れなかったらほらないとあかん。こんな問題もあって、そこだけに焦点を持って

いくと、やはり無理が出てくると思うんです。 

  もう１つ、これは以前に質問もいたしましたけれども、移動販売ですね、それがこの
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部分で一切入ってません。移動販売については、どのように評価して今後どうするのか

ということについても、入れていかなければならんのでないかというふうに思うんです。 

  次に６ページなんですが、行政の状況というのがありまして、真ん中辺から、ＯＡ化

の導入等によって人員削減を進めるということであるんですけども、先ほど同僚議員の

ほうでも質疑をされておりましたが、人の問題ですね。合併によって交付税が減少して

いく、そういう面もあって、経常経費を抑えていかなければならないというところから

発想があると思うんですが、それではサービスという観点から見た場合どうなってくる

のか、そこのところ、多少双方で矛盾が出てくると思うんです。 

  例えば後々保育の問題も出てきますけども、保育に当たる職員、この方々が今実際、

臨時を中心にやっていかなければ、これは国の大きな責任なんですけど、そうなってき

ていると。そこのところで十分なサービスということになってくるのか。さらに人員の

削減ということになれば、その辺の矛盾は出てこないのかという点であると思うんです。 

  先ほど町長も言われていたのが、過疎債を借りるための前提としてやらなければなら

ないということなんですけども、それと同時に長期・中期と、あと短期が出ますという

ことなんですが、中期計画と言えばこれしかないんですね。ここのところで軽く押さえ

ておくということにしては、私はならないということで、今質疑をさせてもらっている

んですけども、そういう点で十分に議会もその辺を踏まえておかないとならないという

ふうに思うんです。 

  もう１つ、次の７ページで気になったのは、財政の状況で、財政状況が過疎化が進ん

で中心となる産業が少ないということで、産業が少ないから交付税に依存するんだとい

うことで、税の問題等が書かれているんですけども、中心となる産業が少ないのか、要

するに金が取れる産業が少ないのか、そこのところですね。私は産業としては、農林も

あれば商業、特に生産をする部分ですね、そういうところがあると思うんですよ。ただ、

ふるわなくて金が取れないという文言ですね、何を大事に考えているのかということに

ついて、少しお聞きしたいと思うんです。 

  ９ページなんですけども、ここに地域の自立促進の基本方針ということでありまして、

いろいろと書かれておりますけども、下のほうの７行目のあたりから、地理的条件を生

かし、隣接市町はもとより県内外の主要都市などとの交流、連携を促進していくと。こ

のことが町内需用を促進し、さらに町内での起業者となり、活力と雇用を生み出す源と

なるものと確信するというふうに確信されておりますけども、そんなものなんですか。
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ちょっと私にはこの言葉が腑に落ちないんですけども、そういうふうな確信できるもの

であるのか、お聞きしたいと思います。 

  農林の先ほど申してきたところで、次の１０ページに農業ということであるんですけ

ども、その下のほうの最後の段落で、こうした状況ではあるが、各地域では有利な新品

種の栽培など意欲的に農業に取り組む者もあり、またインターネットを利用して農林水

産物を販売するバーチャルショップ等先進的な農家も生まれてきており、一定の成果を

上げている状況であると。それは大いに評価しなければならないと思いますけれども、

どれだけ現在あるのか。紀美野町の大多数がここに焦点を当てていっていいのか、基本

的な農業、例えば系統出荷ですね、そういうふうなところを目指していくのか、そこの

ところはどうであるのか、お聞きしたいと思います。 

  その下の林業のところで、平成１４年度に和歌山市・海草管内の森林組合が合併し、

先ほど新谷議員もおっしゃっていたのですが、積極的に展開しているが林業従事者の大

幅な減少と高齢化のため、新たな林業労働者の確保・育成がいまだ課題であると。また

林業振興を図る上での林業経営の合理化、生産性の向上を図るとともに、加工技術の高

度化、流通販路の拡大が必要となっているということで、何かそういうふうなことを考

えていけるのかどうか。町長の絵に書いたもちというふうになっては大変ですので、そ

このところ方法があるのか、お聞きしたいと思います。 

  次のページ、１１ページの上段のほうでは、伝統産業のシュロ加工業というふうなこ

とで書かれておりますけども、今またシュロの見直し等が始まってきている中、ここの

ところ、シュロの加工業とともに、シュロをどうしていくのかということについて、も

う少し文言としてあってもいいのではないかというふうに思うんですが、どうでしょう

か。 

  商業の問題は先ほど申しましたので、１２ページから１３ページ、１４ページの中で

土建業の関係について書かれてますね。建設業ですけども、近年の公共事業の削減、あ

るいは近年の公共建設投資額の減少に伴う民間事業の減少によって、総事業量が長期減

少の傾向にあって深刻な状況にあると。それから１３ページ、１４ページに、労働者の

技術力向上や経営の近代化を推進することで、これからの建設業を取り巻く急激な情勢

の変動に迅速に対応できる体質と、公共事業のみに営業依存しない個性ある企業経営の

推進と、こうなっているんですけども、これは具体的にどうであるのか。町長も以前か

ら言われているように、今後台風、また地震等の大災害があった場合に、そのことに当
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たる技術者、または労働力とかが必要なんだというふうに言われておりましたけども、

私もそうだと思うんです。そういう点で具体的にこれをどうしていくのかということに

ついて、私には読み取れないんですけども、ご説明をいただきたいと思います。 

  １７ページ、オの交通の確保で、公共交通機関のところがあって、その３段目に自家

用自動車の普及と従業員送迎用自動車等によりバス利用者が年々減少傾向にあり、おの

ずから運行回数も制限され、利便性に乏しいと。従業員送迎用自動車って、今あるんで

すか。それによって利用者が減ってきているというふうに見ておられるわけですか。何

にしても、ふれあい号とかの活用ということが求められていると思うんですけども、利

用者が少なければ、当然バスも減らしていかなければならんことになってくるんですけ

ど、その押さえ方をお聞きしておきたいと思います。 

  １９ページで、先ほど田代議員も質問されましたけども、私もこれを読んでいて初め

て中学校の統合という言葉が出てきたなというふうに思ったんですよ。以前は小規模校

である小川小学校、長谷毛原の小学校・中学校の２校について、教育委員会は小川につ

いては統合を考えておられる、毛原については小中一貫校を考えておられると、こうい

うふうに押さえられておったんですけども、そのことについて変更が生じてきているの

か、お聞きしたいと思います。 

  その下に地域間交流というのがあって、旧村ごとのそれぞれの交流ゾーンというのが

あったりして、あと観光ルートの形成を行う必要があると。その前に相互利用を図りな

がら、町内各所の観光地を有機的に結ぶ観光ルートと、これについては何をイメージさ

れておられるのか、お聞きしておきたいと思います。 

  ２２ページで常備消防について、先ほど田代議員から質疑があった広域の問題なんで

すが、広域というのは何年をめどに進めていこうとされているのか。そうなった場合ど

うなってくるのか。例えば体制が整うというふうな意味合いの言葉が、どこかにあった

と思うんですけども、統合された消防本部としては、今の紀美野町の消防本部よりも職

員が多かったり、機械等も多いことになると思うんですけれども、それでは統合して広

域化された場合に、支所になるのかどうかわかりませんけども、紀美野町にある現在の

消防本部、それが残されるのかどうかもあるんですが、そこに配置される職員というの

は今と比べてどうなるのか。そういうことについて、お聞きしたいと思うんです。 

  救急、あるいは消防の要請があって、先ほど言われた那賀から伊都、橋本、紀美野町、

海草と、これだけが１つになるんですけども、そこで救急車が出動している、あるいは
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消防自動車が出動していると、そういうことも起こってくると思うんですけども、そん

なときに後から要請があったところに対してどうなってくるのか。そんなところは十分

賄われるような消防の体制が整うのかどうかということ。 

  それからもう１点、以前私も質問して町長が答えられて、この間の一般質問で向井中

議員に対して答えられておりましたが、消防分署ですね、かつらぎと紀美野町の間に、

そういうところを広域ならばできるのではないかと。そういう希望を持っておられると

いうことなんですが、実際に本当に我々の願いと消防という今後の広域のねらいという

のが一致するのかどうか。市町村合併が進められて、市町村合併をする前に、合併した

らこんなふうなよいこともあるんではないかというふうな言葉が幾つかあったと思うん

です。 

  例えば職員の数がふえるから、専門的な職員を置くことができると。こんなふうなこ

ともあったと思うんですが、今もう現実に合併するならば、数を減らさなければならん

ということで、職員の負担がふえてきているという、そんな問題もあるわけで、我々が

願っている広域のイメージと、どっちみち広域とかそういうものは、人を減らしていこ

うというふうなところから始まっているのではないかというふうに私は思うんですね。

そういうところのねらいとが一致しているのかどうか。実際に広域になってみて、思っ

たとおりにいかんやないかということになってしまっては、大変問題があると思うんで

すけど、その辺のところを十分に踏まえておられるのかどうか、お聞きしたいと思うん

です。 

  その下に公営住宅と、次のページ、２３ページにも公営住宅がありますが、ここで、

若者ニーズに対応するということで、他の議員から質問がありました。若者をふやして

いきたいというのは、我々みんなの願うところなんですね。 

  ところがここに書いているのは、町内の若者やＵ・Ｉ・Ｊターン希望者の若者ニーズ

に対応するため、子どもの教育環境、快適な生活環境など、住みよい住宅環境の確立に

努め、引き続き公営住宅と、こういうことでなっているんですけども、実際に今聞いて

みると、毛原の住宅にはなかなか希望者が少ないみたいなんですね。あちこちに若い人

が来てもらえるということは非常にうれしいんですけども、そういうところと実際に入

ってくれる方々の希望というのが、一致しにくい問題があると思うんです。ここに書か

れている文言もそうなっているんですけれども、その辺について、もう少し何らかなけ

ればならないんじゃないかなというふうに思うんです。 
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  もう１点、この間、一般質問で前村議員からも質問のあった高齢者向けの、私も以前、

下佐々の住宅の取り壊しの時にお聞きしたんですけども、高齢者の方々が在宅介護とい

う形で在宅でおられると。一番いいのは、そういうふうに、ついの住みかとして、昔か

ら住んでいるところで終わるというのが一番いいんですけれども、それによって、また

問題も発生してきているところもあって、特にこの近くは人が集まってますけども、山

のほうに入っていくと、なかなかそうもいかなくて、特に独居で一軒家と、さっきの質

問でも申しましたけど、亡くなって数日間発見されなかったというふうな方もおられた

りする。そうすると利便を考えた場合に、お年寄りのバリアフリー、また病院や買い物

に近いところの高齢者専用賃貸住宅というのが、今あちこちにできてきているというふ

うに聞くんですけども、月々１０何万円と払わないといけないということで、なかなか

入りにくいのですけども、そこまでいかない高齢者の方で、単に住宅だけあればという

方にとって、安価に入れる高齢者向けの住宅ということも必要ではないかというふうに

思うんですが、これもお聞きしたいと思います。 

  ２９ページの医療の問題なんですが、ドクターヘリを大いに推進していくというのは

いいんですが、医療機関なんですね。今ここにあるように、東野上、下神野地区、国吉、

毛原と、そこで常駐医師があるということですけど、下神野地区というのは大変な状況

になりつつある場所で、ここのところ、現在はおられますけれども、特に内科とか外科

の、そう遠くない時期に心配することが起こってくるのではないかと。これが一番、住

民の方々も心配しているところなんですが、この辺がこの計画の中でどういうふうにな

っていくのか。入ってないと思うんですけど、それについてどうであるのか、お聞きし

たいと思います。 

  学校統合については、先ほどからも質問されておりましたけども、地域の方々の考え

方ですね、以前いろいろとあったりしてごたついたこともありましたけども、そのよう

なところの配慮をしたものかということで、押さえていただきたいと思います。 

  先ほど田代議員の共同調理方式ですね、センター方式について、自校方式は一番いい

のだというふうに言われるわけなんですが、もう一度確認しますけども、統廃合や共同

調理方式ということですね、総合的な計画を立ててということであるので、中学校給食

というものを考えていただけているのではないかというふうに思うので、それはいいと

して、統廃合と共同調理、現在自校でやっている小学校と統廃合との関係はどうなって

いるのか、もう一度ご説明願いたいと思います。 
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  ３４ページの現況と問題点の中の里山ですね、集落の里山荒廃が進んで見苦しい状況

にあると。ここのところを見苦しいからどうしようかというのであるのか、里山につい

ての位置づけについて、もう一度説明願いたいと思います。 

  ３５ページ、アの里づくり、真ん中から下のほうで、新たに本町のシンボル的な施設

の建設や相互扶助機能など、地域が伝統的に持つ優れた面を生かしながらということで

あるんですけども、シンボル的な施設というのは何を指しておられるのか、お聞きした

いと思います。 

  もう１点、戻って申しわけないんですけども、１３ページ、ここで田代議員の質問し

ておった花ですね。観光産業ということに、これから政策を広げていこうというふうな

ことが見受けられるんですけども、しかし、それが花なのかどうかと思うんですよ。 

  我々紀美野町にずっと住んでいる人間にとって、これが当たり前というふうなことで

あって、何か違うものというと、桜とか、そういうふうなものに目がいったりするんで

すけど、もう少し他の地域の方々から見てもらった紀美野町というんですか、それがど

うであるのか、見なければならないと思うんですね。 

  では何がいいんだろうということになってくると思うんですけども、Ｉターンの方々

も、町の施策として今まで受け入れを進めてきた結果、相当入ってきていると思うんで

すけど、その方々の意見も聞いていると思いますけど、もう少し紀美野町に対するイメ

ージ、どんなものがあるのか、我々が気がつかないものを進めていく必要があるのでは

ないかと思うんです。そうでないと、これから大変なお金を使って、年月を使ってやっ

て、それが失敗であったなんていうことを、やってみないとわからんというようなこと

だけではすまんと思うんです。そういうところ、考えておかなければならんと思うんで

すね。本当に今は大変な状況になってきておりますけども、そういう点について、方向

について、もう一度聞いておきたいと思います。 

  １３ページの下のほうのカの１つ上、また郷土史、伝説、史跡の内容をはじめ動植物

等に精通し、ボランティアの案内の人材の育成を進めていくということなんですけども、

こういうところをどういうふうに、これからこの事業を使って、現在あるものをやって

いくということなのか、掘り起こしていこうということなのか、そのことについても、

どのようなことをイメージをされているのか、お聞きしたいと思います。 

  以上お伺いします。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 
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○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ０時２９分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０１分） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    それでは私のほうから、美濃議員の４点につきま

して、答弁させていただきます。 

  過疎計画の３ページ、社会経済的発展の方向の中で、国の責任が明確化されていない

というご質問でございました。内容といたしましては、経済の発展の経過、また方向性

の説明の枠であるということで、ご理解いただきたいと思います。 

  また、次のご質問の、この計画案は町が策定したかというご質問でございます。この

過疎計画の策定につきましては、今年６月当初から、企画管財課が主担当になりまして、

計画内容について、過疎法に定める要領、また総務省からの策定に当たってのマニュア

ルに従いまして、まずは各課担当部において計画の基礎資料を策定し、取りまとめてご

ざいます。 

  これに対し、県の策定する過疎地域自立促進方針並びに紀美野町長期総合計画との整

合性を図りながら、県の指導を受けながら、最終的に計画案として策定を行ってござい

ます。 

  次に３点目でございます。移動販売、買い物難民の明記がなされてない、計画が出て

いないということでございます。山間地域の小さな商店がなくなり、地域高齢者の買い

物ができない状況になっていることが非常に心配されてございます。これは商業、高齢

者福祉、また、集落の整備部門に重複した課題であろうかと考えてございます。 

  この計画では、３４ページの集落の整備の中の、過疎と高齢化による集落機能の低下

というところに該当するかと考えてございます。今後当計画に、変更という形で新しく

組み入れてまいりたいと考えてございます。 

  ４点目でございます。高齢者住宅の必要性ということでございます。今後ますます高
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齢者世帯がふえていく中、公営住宅についても、高齢者に配慮した住宅の建設等も視野

に入れながら検討してまいりたいと考えてございますので、ご理解を賜りますようにお

願い申し上げます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、美濃議員からご質疑ございました消防の広域

化に関するご質疑に、答弁をさせていただきます。 

  まず１点目、消防の広域化は何年をめどにするのかといったようなことであったかと

思われますが、平成１８年７月の、消防庁から示されました消防の広域化に関する基本

指針、またそれを受けて作成されました和歌山県消防広域化推進計画におかれまして、

平成２４年度末までをめどに実現することといったことが明記されております。 

  そういった関係で、広域化推進を決定された場合には、期限もおのずと、今申し上げ

ましたように、平成２４年度末という形になろうかと思います。 

  ２点目、広域化した場合の規模でございますが、現時点における管轄人口、約２２万

８,０００人、職員数、約３００人、こういった規模の広域消防ができるといったよう

なことになろうかと思われます。 

  現消防本部が残るのかといったようなことであったかと思われますが、消防広域化の

目的の一つに、消防体制の効率化を図った上で現場活動体制の充実を図るといったよう

な大きな目的がございます。 

  そういったことからいたしますと、先ほども申し上げましたように、紀美野町消防本

部、那賀消防組合消防本部、伊都消防組合消防本部、橋本市消防本部、高野町消防本部、

この現状の常備消防本部を１つに統合して、消防本部の職員数を現場活動職員とするこ

とによって充実を図るといったようなことになろうかと思われますので、紀美野町の消

防本部として、そういった形になるかどうかといったようなことに関しましては、現在

のところ何とも申し上げることはできませんが、ただ、消防署という観点から考えます

と、署所の統廃合をすることによって、住民サービスの低下につながるようなことがあ

ってはならないことであると考えておりますので、そういったことからすれば、現状の

紀美野町消防署というのを、現地に残さなければならないといったようなことになろう
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かと思います。 

  次に１１９番通報が輻輳した場合の対応は、という点についてでございますが、現状、

紀美野町内が管轄地域として、紀美野町消防署があるわけでございまして、当然のこと

ながら、１つの消防署から紀美野町内の全災害に対して対応するといったような状況で

ございますが、今後は広域的な幾つもの市町からなる広域消防での対応といったような

ことになりますので、一番近い署所で活動できる車両が、その現場へ赴くといったよう

な形の対応になろうかと思われます。 

  次に消防の分署、かつらぎ町と紀美野町の間にできるのかといったような点に関して

でございますが、どこにできるということに関しましては、現時点では何一つ明確には

なっておりませんが、消防力の弱い地域への新しい拠点の設置ということに関しまして

は、関係町ともに必要性を感じておりますので、今後広域化を推進するということが決

定した場合には、新しい拠点の設置に向けて、積極的に取り組んでいかねばならないと

考えております。 

  次に、合併後のメリットということでございますが、先だってもご説明を申し上げま

したように、住民サービスの向上として消防体制の強化、または増援体制の充実、管轄

区域の見直しによる現場到着時間の短縮、また今申し上げましたように、消防力の弱い

地域への新たな活動拠点の設置も可能といったような結論に加えて消防体制の効率化、

これは消防本部、また指令室本部の統合による現場活動の増強、また通信指令システム

等々の重複投資の回避による経費の節減、また消防救急デジタル無線システムの整備を

共同で行うことによる費用の抑制、あるいは高機能消防指令システムの導入など、高度

な資機材の計画的な整備が図れる、また高度な研修への派遣等によって、専門的なスタ

ッフの育成が図れるといったように、多々メリットと思われるようなことはございます

が、いずれにしても、いろんな問題と思えるべき点も多々あろうかと思います。 

  今後は慎重に検討しながら、広域化に決定した後は進めていかなければならないと考

えております。 

  それから人員削減にならないのかといった点に関しましては、和歌山県の消防広域化

推進計画の中に、広域化の前提といったようなことが明記されてございまして、住民一

人一人の消防のサービスの充実、また負担の増大を軽減しつつ、消防体制の整備・確立

を図るために行うものであるということ、また、市町村の消防の広域化が住民サービス

の低下を招くような署所の統廃合、また、消防職員の人員削減につながることがないよ
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うに十分留意することといったようなことが明記されておりますので、広域化推進に際

しての大前提として、こういったことを常に念頭に置きながら進めていかなければなら

ないと、このように考えております。 

  最後に、広域化を実施してから問題が出てこないか、よく吟味しているのかといった

ような質疑に関しましては、平成２０年５月に県消防広域化推進計画が作成されて以降、

２回の市町村の担当者によるワーキング会議、また８回の消防担当者会議を開催し、慎

重に検討を進めてきたわけでございますが、今後、関係市町長の意向を最終的に確認し、

本格的に広域化推進が決定された場合には、協議会が設置されて、いろいろと基本的な

事項についての調整が図られるものと思われます。 

  議員がおっしゃるように、こういったことが起こらぬように、慎重に審議をしながら

進めていきたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

（産業課長 中尾隆司君 登壇） 

○産業課長（中尾隆司君）    私のほうから、まず４ページの下段のほうで、都市近

郊型レクリエーション拠点の整備に努めるということで、どのようなものを考えている

のかということなんですけど、現在、紀美野町にふれあい公園をはじめ、多くの施設を

有しておりますが、今後新たな施設の建設については検討していくということで、具体

的にどのような施設かという明記はないんですけど、今後そういうようなものも考えて

いくということで、ご理解いただきたいと思います。 

  ５ページの中ほどでございます。産業の推移と動向というんですか、若者の農業離れ

ということで、現在紀美野町の農家の戸数の中で、専業と言われる戸数が２０％、約２

００戸ぐらいあるんですけども、その中で、規模としては小規模農家が大半ということ

で、それぞれ頑張っていただいているわけなんですけど、今後農地の集積化とか販路の

開拓、付加価値をつけた、そういうような農産物をつくっていくということで、現在そ

れぞれが取り組んでいただいております。 

  そのような形で作業効率とか、そういうことを含め、若者、子ども等が住んでいただ

くような農業の進め方というもので、若者の農業離れがとまるような形で、それぞれ取

り組んでいただいているということで、ご理解いただきたいと思います。 
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  ５ページの下段で、小売店の減少については、町内の小売店舗が少なくなってきてお

ります。小売店の存続ということで、現在地域活性化のための商品券等、商工会とタイ

アップしてやっております。そのような形で、小売店の中小企業の利子補給等の支援等

も含め、住民が利用しやすいような店づくり、また地域のニーズに対応できるような施

策を進めていきたいということで、よろしくお願いいたします。 

  次に１０ページの中ほどでございます。農林水産物を販売するバーチャルショップ等

のことを書かれておるんですけども、そのようなパソコン等を使った新たな販売の方法

等につきましては、聞くところによると、町内で数件いるのではないかと。物としては

食物関係の加工品、また栗、柿等の果物類の販売をネットでやっているということを聞

いております。 

  次に１１ページでございます。伝統産業のシュロ加工業ということで、技術の継承者

として、２年ほど前から、シュロ関係の伝統工芸後継者育成事業という形で補助を行っ

ております。現在息子さん、また定住で来られた方が習得されまして、最近、技術の習

得の認定書をいただいたということを聞いております。今後も引き続いて後継者育成を

していきたいと思っております。 

  また、シュロのまちとしての方針ということで、現在、聞いてみますと、原料のシュ

ロの大半が中国等からの輸入ということで、原材料の確保も今後考えていかんならんと

いうことの中で、地元での栽培についても検討ということで、一部ではありますが、取

り組んでいただいておるということを聞いております。 

  １３ページで林業関係でございます。上段のほうで地場産業の関係で、加工技術の研

究開発とか販路開拓ということで、林業機器の導入等による効率化、また作業道の整備

の推進、それと販路としましては、紀州材の需用創出事業として、公共施設、また一般

住宅にも、紀州材を利用していただくと補助が出るというような制度もございます。と

いうことで、現在そういうような形で進めているところでございます。 

  次に同じページの中段で商業、安くて品数の多い整備された店ということで、先ほど

もちょっと触れましたんですけども、店舗の整備等につきましては融資制度の活用等、

また地域に根づいた消費者ニーズに対応した店づくりということで、それぞれ取り組ん

でいただいているということで、ご理解いただきたいと思います。 

  同じページの下段のほうで、郷土史、伝説、史跡の内容等々でございます。これにつ

きましては、ふるさと雇用を利用した自然公園ツアーガイド等事業というのがありまし



－１８１－ 

て、それを通じ、そういう人材の育成を行っているところであります。 

  １４ページの計画、その他の中のイベント、花ということでございます。これにつき

ましては、町内の観光資源等いろいろあるんでございますが、町花の桜を通じ、新たな

観光資源を求め、事業を行っていくということで、ご理解いただきたいと思います。 

  次に１９ページの中ほどに、観光地を有機的に結ぶ観光ルートの形成を行うというこ

とで、町内各所にいろんな施設が点在しております。これを１つのルート、コースとい

うふうな形で考えて、それぞれ目的別にルートを考えて、案内をしていったらどうかと

いうことで、そのような計画というんですか、そういうものも考えていきたいというこ

とでございます。 

  次に３４ページをお願いいたします。 

  集落の整備の上段のほうで、集落の里山荒廃が進み、見苦しい状況ということで、現

在、里山環境保全事業、また耕作放棄地対策等の事業を組み入れて、少しでも対応でき

るようなところはしていくということで、ご理解いただきたいと思います。 

  ３５ページですけども、本町のシンボル的な施設ということで、現在、道の駅等の整

備を考えているということで、今後また具体的なことが出てくるかなと思うんですけど

も、そのようにご理解いただきたいと思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（産業課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    住民課長、牛居君。 

（住民課長 牛居秀行君 登壇） 

○住民課長（牛居秀行君）    私のほうからは、計画書の２９ページの、医療の確保

についてのご質疑に対して、お答えを申し上げます。 

  下神野地区における将来の医療体制への記述が必要ではないか、との議員ご指摘であ

ったかと思いますが、現在、紀美野町内の医療機関につきましては、厚生病院のほかに

国保直営診療所が６カ所、一般診療所が６カ所、歯科診療所が３カ所ございます。その

うち下神野地区には一般の診療所が１カ所、歯科診療所が１カ所ございます。現時点に

おきましては、幸いにも早急なる対応を迫られるような状況でないかと考えてございま

す。 

  議員ご懸念の、将来の下神野地区にある既設の医療機関の存続状況につきましても、

後継者等の問題など、未確定な部分がございますので、現時点におきましては、本計画
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書に記載しなければならないような段階ではないと考えてございます。 

  しかしながら将来、当地区においての医療の確保について、深刻な問題点等が出る可

能性が明確となりましたときには、議員各位のご指導も仰ぎながら、総合的な見地に立

ち、検討を加えた上で、適切に対応してまいりたいと考えております。 

  以上、ご質疑に対します答弁といたします。 

（住民課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

（総務学事課長 溝上孝和君 登壇） 

○総務学事課長（溝上孝和君）    私のほうから１９ページ、交通の確保の中の少子

化による小中学校の統廃合に対して、小川が統合、あるいは毛原小学校・長谷毛原中学

校の一貫校ということはどうなっているのかということなんですけども、少子化になっ

ていけば、小学校、中学校といわず、統廃合の問題がおのずと出てきますが、第一に保

護者の意見が、議員もおっしゃるとおり大事であると考えております。その時点で統合

の形態も変わってくるのはいた仕方なく、またいろいろな選択肢の中の一つで、先ほど

も言った小川の統合、あるいは毛原小学校・長谷毛原中学校の一貫校というのも、一つ

の選択肢の中に含まれるかと思いますが、その場合、いろいろな選択肢の中で必要にな

ってきた場合、スクールバスの計画が、おのずと出てくる場合もありますので、この計

画の中で事業として入れております。 

  よって、朝の質疑にお答えしたとおり、教育委員会から統廃合の形態を示すものでは

なく、保護者の意見の中で検討すべきことかと考えておりますので、ご理解をよろしく

お願いいたします。 

  次に３１ページ、学校教育の中で、自校方式がどうなるのかというご質問の中で、給

食の方法というのは、いろいろな方法がございます。メリットもあればデメリットもあ

ります。今の自校方式だけではなくて、毛原小学校、長谷毛原中学校が親子方式で行っ

ておりますが、統廃合の方法によっても、また給食の方法も変わってくるのではないか

と考えております。自校方式も含め、その場合の改修とか改築、あるいは新たな施設等

を考えなければいけないと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

（総務学事課長 溝上孝和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 
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（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    私のほうから１３ページの下段の建設業で、労働者の

技術力向上や経営の近代化推進につきまして答弁します。 

  建設業のいろいろな図面や構造物の安定計算書、設計書の見積もり作業等は、今まで

はすべて手書きであって、図面等は多くの時間を費やして作成したものでございます。 

  今現在では主流は電算化され、図面や成果品を届けるのもパソコンで送信している状

況であり、今後もこの電算化は急激なスピードで進んでいくことと思われます。これか

らは業者もこれに対応していかなければ、仕事の安定的な受注も難しいものと思われ、

町としても建設業者の技術向上に向けての研修会等を支援して、より一層、技術向上し

ていただき、公共工事だけではなく、多種多様な住民の要望や、幅広い地域からも受注

できる力強い企業を育成していきたいと考えております。 

  ご理解をお願いいたします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務課長、井上君。 

（総務課長 井上 章君 登壇） 

○総務課長（井上 章君）    私のほうからは、６ページの人件費の削減ということ

で、人に対してのサービスの人員削減というのは、当然難しいものがございまして、で

きることとなると、どうしても事務的なことで、コンピュータ化というんですか、ＯＡ

化をして合理化を図っていくと、こういう経費の削減をする中で、財政の健全化に努め

てまいりたいと考えているところでございます。 

  ７ページの冒頭の、中心となる産業はないという意味でございますけれども、本町に

はもともと税収の大きな産業というんですか、それがなかったということで、大半を地

方交付税に依存していると、こういう意味でございます。 

  １７ページの交通の確保というところで、バス利用が年々減少する要因としまして、

自家用自動車の普及、あるいは単車であるとか、そういう普及と従業員の送迎用自動車

等ということで、企業の持たれているようなゴルフ場への送迎であるとか、製造業の送

迎の自動車とか、そういう諸々のものを指しておりまして、公共交通機関を使っていた

だけないような状況がある中で、悪循環をしてまいったところのような理解ということ

で、お願いをしたいと思います。 

  以上でございます。 
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（総務課長 井上 章君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、増谷君。 

○企画管財課長（増谷守哉君）    申しわけございません。９ページでございます。 

  需用を促進し、さらに町内の起業者となり、活力と雇用を満たす源となるものと確信

するということで、これは確信できるかということであります。従来、紀美野町内へ町

外から移住をされてお店を持たれたり、また、いろいろな業種をされている方がござい

ます。この方が町内の町民の方を雇用して業をしているということもございますので、

その実績があるということで、確信ということで表現させていただいてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（美野勝男君）    １５番、美濃良和君。 

○１５番（美濃良和君）    この計画書については、企画管財課のほうでつくってい

ただいたということでありますので、いろいろとご苦労されておりますので、けちをつ

けるとか、そんなことではなくて、前向きに議論に参加したいと思うんですけども。 

  まだ具体的になってないためか、例えば４ページの魅力ある就業機会であるレクリエ

ーション拠点についても、ふれあいなど、新たな施設ということで答弁があったように

思うんですけども、ある程度具体的なところがあるのかなと思ったんですけども、そう

いう面では、言うならば、よい方法でお願いしたいというふうなことになるのか知りま

せんけど。それともう１つ、議会としても積極的ということにはならないと思いますの

で、どんなものかわからないので、そこから進めるわけにもいかんのですけども、わか

らないものは仕方がないので置いておきます。 

  ５ページの中ほどの農業離れ、若者の農業離れ、これが零細規模ということだけでは

ないということなんですね。販路の開拓とか、そういうものを考えていくんだというこ

とでありますけれども、これについても、具体的な議論ということにはなっていきにく

い感じがします。基本的には何と言っても系統出荷という、例えば農協なりを通してや

っていく販路で、生産物を販売していくということになってくると思うんですけども、

そこのところでということには、まだいってないわけなんですね、今の答弁を聞いてい

ましたら。 

  上手に答えられたので、どういうふうに進めていったらいいのか、私もしにくいので

すが、移動販売については今後入れていくということなので、それはそれでまたお願い

したいと思いますが、ＯＡ化について、６ページの行政の状況の中で、ＯＡ化の導入に
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よって人員の削減と、これはあくまでも事務の部分での健全化を目指していくんだと、

こういうことでしたね。あと全体にはそういうことではないわけなんですね。 

  事務の人員削減という点でも、どこまでが健全であって、どこから向こうが健全でな

いのかと、そこのところの踏まえ方等についてはどうであるのか。それはもう専門であ

るそちらのほうで考えていただかなければ仕方ないんでしょうけれども、そこが十分に、

民間の企業と同じようなことをしろとは言いません。民間の状況がいかにひどいかとい

うことで、そこをもってするならば、本当に大変なことになると思うんですが、そこの

ところの部分ですね、もう一度お答えを願いたいと思います。 

  ９ページ、先ほどの課長の答弁ですが、自立促進の基本方針の中で、紀美野町に入っ

てこられた方が仕事を起こして、そしてそこで雇用しているということもあるから、そ

ういうふうなこともあるんだよということであったように思うんですけども、そういう

ところだけかなと。それも頑張ってもらいたいんですけども、雇用を生み出す源となる

ものと確信するというふうな文言ですから、相当なことになってくるんじゃないかなと

いうふうに思うんですけども、そういうふうな文言と現在の状況、それにすべて任せる

ということでよいのかどうか、そこのところはどうなんですか。 

  インターネットによる販売は、それでやっておられる方もあるけども、これにすべて

をこれからということは大変なことだというふうに、町のほうも思っておられるような

ので、そういう販売等については考えていっていただけると思うんですけども。 

  ちょっと答弁がなかったように思うんですけど、１０ページの林業のところで、新た

な林業労働者の確保とか育成が課題であると。林業振興の問題について、労働者の問題

と経営上の合理化の問題、生産性の向上とか、こういうところで書いているというふう

なことで見ておいたらいいわけですか。 

  １１ページのシュロの問題です。同僚議員でもシュロに熱心な方もおられますけれど

も、シュロというのは、最近見直されてきているのではないかというふうに思うんです

ね。後の伝統産業のところにもつながってきているわけですけども、その関係で、今、

シュロを植えているというふうなことを私も聞きました。 

  これをもう少し支援という形で、何らかの文言を入れてやっていくということはどう

なんでしょうか。実際よく言いますね。１周おくれのトップランナーとか、今どんどん

とそういうふうに化繊やとか、またパームとか、外来のものを中心にやってきたところ

が、もうひとつうまくいかないと。そういうふうなところが、昔からのシュロというよ
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うなものが、もしされておったら、今すごいことになっていたんじゃないかというふう

に思いますけども、とりあえずこれについて、もう少し記述を考えるべきではないかと

思いますが、いかがでしょう。 

  車のモータリーゼーションによって、先ほど言いましたけども、買い物があかんのや

と。商店の品物等も含めてどうするのかということで、１１ページの中ほどには、この

ため、コミュニティ形成や地域文化の担い手としてにぎわいを創出する、アメニティ豊

かな商業環境を整備する必要があるということで、すごい努力目標なんですけども、ア

メニティ、心地よいというんですか、そういうふうなところの商業環境を整備するとい

うことについて、この記述が、先ほどの商品も、買ってもらわなければ捨てなければな

らないという大変な商店の問題があるわけですけども、アメニティ豊かなというのは、

どんなものを考えているのか、説明をお願いしたいと思います。それをやるならば、町

としても相当応援をしなければ難しいのではないかというふうに思いますけども、いか

がでしょうか。 

  １３ページですが、ここで出てくる郷土史とか伝説、史跡、それをボランティアの方

が語ってもらえると、そのようなことでありますけども、ふるさと雇用で人材の育成等

に絡めてということであったんじゃないかというふうに思います。そのもとになるもの

はどういうふうにしてつくっていくのか、そういうことについてはどうなんでしょう。

言葉ではサラサラと、こうなるんでしょうけども、具体的にどういうふうにしていくの

か、聞いておきたいと思います。 

  また、その次にある建設業の問題、電算化してきている中で、それを進める技術も必

要であるというのもわかりますけれども、公共事業のみに営業依存しない、個性ある企

業経営ということで、１社ごとに努力をしなければならない問題は大きいと思うんです

けども、町としての計画としたら、これは無理なのかどうか、もう一遍お答え願いたい

と思います。それがなければ以前からの、事あったときの、この町をどのように復旧さ

せていくのかという大きな問題も出てくるかと思いますので、もう一度お願いします。 

  花の問題で、町の花で事業を行っていくんだということで答弁をいただいたんですけ

ども、実際まちづくり、先ほども食事をしながら、ある方と出会いまして、話を聞かせ

てもらったんですけども、どのようにまちをおこしていくのかということで、大きな線

をつくらなかったら、今のところ、花も一つの枝であるというふうに思われるのですね。

ですから、そこのところの枝を大きくすればいいんでしょうけれども、枝だけではその
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町は生きない。幹をどうするのかという問題。総合的な問題を考えていかなければ、国

道沿いにきれいな花が咲いた。そこを町外の方が来て、ああきれいな花が咲いているな、

いいなといって、たまに車をとめて眺めて、ジュースの缶をほって帰ると。そんなこと

になってしまってはとんでもないことでしょうし、もっと花だけではなしに、いろんな

点で町は何が一番いいのか、どうすることが一番いいのかという根本的なところですね。

みんなで話し合って方向を決めていかなければならない、そういうことも必要ではない

かと思うんですね。 

  基本的に町をどうおこしていくのかというのが、町執行部の皆さん方も、また議会の

議員全員、みんなそういうことを考えているんですけども、どうやったらいいのかとい

うのが、実際にイメージできないというふうな状況ではないかと思うんですね。ですか

ら桜をというふうな、よその自治体でこんなことをやっていると、それをやったらいい

んじゃないかというふうな、行く行くの観光資源となっていくんじゃないかというふう

に頑張っておられる方々もおられる中で、こういうふうに向かっているんでしょうけれ

ども、それがすべてなのかということなんですね。総合的なものであるという観点。特

に町からの方々の意見を聞くというか、紀美野町にどんないいものがあるのかと。 

  例えば町から来て夜空を見て、ああすごいなと言うんですね。星がきれい。でも我々

から見てみると、防犯灯もなくて非常に危険なところというふうに映ってしまったり、

そういうふうに見られてしまって、それが決してよいものではないというふうになって

しまっては、せっかくの大事なものが消えてしまう。 

  いろんなところをもう一度総合的に見ながら、まちづくりをしていくのか。かじか荘

もどうするのか。かじか荘はちょっと見当たらないのですけども、我々観光の産業とし

ては、かじか荘や、だまる湯や、たまゆらやというふうなものが民間、また公共的なと

ころとしてやってますけども、いま一つの課題であるかじか荘というものも、どうやっ

たら生きていくのか、もっと発展していくのかという点を、総合的な観点で見ていかな

ければならないのではないかなというふうに思います。 

  そういう点で、町の花をやるんだということでありますけれども、もう少し全体を眺

めた観光というんですか、まちおこしを考えていくこと、こういうふうに言うだけだっ

たら非常に無責任になってしまいますので、我々も含めて、つくっていかなければなら

ないと思います。 

  １９ページの地域観光の中の観光ルートですね、これは単に線を引っ張るだけなんで
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すか。何かそういうふうなところで、現在ある道を、単にここに何があって、ここに何

があるというふうな、そういう線を引っ張るだけの、引っ張るだけと言っても何でしょ

うけれど、それを目的とした観光ルートの形成を考えておられるということで見ていい

のですか。 

  ２０ページから２３ページの消防の問題なんですけども、よう聞き取らなかったんで

すが、現在の紀美野町消防本部の職員の数と、今後もし統合されて広域になった場合、

紀美野町消防本部のところにどれだけの人が置けるのか。緊急時には一番近いところか

ら車が出発するんだと、こういうことだったんですけれども、どれだけの数があるのか、

どうなってくるのか。今の説明でしたら、消防署の本署から、すべて出ていくのではな

いということであったと思いますけども、どういうふうにイメージしていいのか、もう

少し説明をお願いしたいと思います。 

  新しい拠点の整備ということで、その中には分署が入るというふうに把握してよろし

いですか。計画等がどんなになっているのか、わかりませんので、その説明をもう一度

お願いします。 

  ２９ページの医療の問題で、今、下神野というところは、現時点で診療所の必要はな

いということであったと思うんですけども、以前あそこは一つの歯科医院と３つの外

科・内科の医院があったんですね。それが現在、１歯科医院と１内科医院ですか、そう

いうような状況になっていると思うんですけども、ご高齢のお医者さんなので、一般住

民の方も大変心配をされているわけなんですけども、なかなかさあと言って医院を開く

というのは難しいと思うんです。 

  そういう点で、もともと神野市場だけ見たら３つの医院があったわけなんですけども、

その点から考えて、どういうふうなことがいけるのか。公的な診療所をつくれるのかど

うかも含めて検討はされているのかどうか、もう一度お聞きしておきたいと思います。 

  給食については自校か、あるいは２校方式と言われましたか。そういうふうな形で進

められていると、検討しているというふうなことで、まだ具体的にセンターということ

については頭にないと、そういうことでよろしいのですね。 

  質疑と答弁されたことについての確認みたいな形であったと思いますけども、答弁よ

ろしくお願いします。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    美濃議員の再質疑にお答えをいたします。 
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  まず、紀美野町過疎地域自立促進計画案、これにつきましては、まだ具体的にこうす

るというのではなしに、今後こうしてやっていかなければならないという指針をあらわ

しているということで、ひとつご理解をいただいた上で、先ほどの個々のご質疑にお答

えをいたします。 

  まず９ページ、中ほどに、Ｉターン、Ｕターンで来られた方々の多くが、ここで事業

を起こし雇用と活力を生み出すということでございますが、もう既に現にドーシェルと

いうパン屋さん。いろいろ皆さん、外から来られた方でパン屋さんを営み、そして雇用

をしていただけるというふうなことで、例えばの話ですが、そうしたことを今後生み出

していこうと、こういう一つの方針でございます。 

  それと１０ページですけど、森林組合の場合ですが、これも書いているとおり、こう

した合理化、また生産向上を図り、そしてまた流通販路の拡大が今後必要となってきて

ますよと、これに力を入れていきましょうよと、こうした書き方でございますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

  １１ページ、コミュニティ形成というところですが、これにつきましても、にぎわい

を創出するアメニティ豊かな商業環境を整備する必要がありますよと、これからまた検

討し、提案をしていきたいという意味で書かせていただいております。 

  １１ページの上のシュロ加工、これにつきましてはもう既に支援はしております。年

間でございますが、県から１５万円、そして町から１５万円ということで、ほうきの製

造に当たられている方に出しております。これにつきましては、また種々検討をしてい

きたいと、そのように考えております。 

  次に１３ページ、下の郷土史、伝説、史跡の内容をはじめ動植物等案内説明のできる

人材の育成並びにボランティア活動の啓発、推進を図るなど、民間から観光事業参入を

促し、観光産業のさらなる振興を図っていきたいということで、具体的にこうしたこと

にも対応していかないとならないということで書かせていただいておるところでござい

ます。 

  次に１４ページでございます。上の欄で公共事業のみに営業依存しているのではなく、

個性ある企業経営を推進していくということでございますが、これにつきましては、今

後やはり公共工事を請け負っている建設業ですね、こうした皆さん方を指導育成してい

かないとならんということで書かせていただいておるところでございます。 

  次に自然の花を生かしたまちづくり支援、またイベント並びに草花等々の補助ですが、
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これにつきましては、まちづくり協議会というのを、町民の皆さん方で立ち上げていた

だいております。そしてまちづくり協議会の運営自体、幹ではなしに枝ではないかとい

うふうなご指摘であったかと思いますが、これを幹として今後進めていきたい。そして

それにはまちづくり協議会と、それから町行政と、互いにタイアップしながらこれを進

めていくというのが、まちづくりの完成につながっていくのではないかと、このように

考えております。 

  そんな中でございますので、どうか議員の皆さん方におかれましても、ひとつまちづ

くり協議会の一会員として、またご参加をいただいて、そして、ともにそうしたまちづ

くりにご参加をいただければと、このように考えております。 

  ただ、ここにかじか荘が入ってないやないかというお話でございましたが、これにつ

きましては総合的に、かじか荘の運営、また施設管理等々が出てきた段階で、またこれ

に変更をかけていきたい、そのように考えております。 

  １９ページの中ほどに、町内各所の観光地を有機的に結ぶ観光ルートの形成を行う必

要があるということでございますが、これにつきましてもこれから検討し、よりよいル

ートがあれば、そうしたルートを提案をしていきたい、このように考えておるところで

ございます。 

  ２９ページの医療の関係でございます。下神野地区が計画に入っていないということ

で、ご指摘をいただいておるわけでございますが、何と申しましても今現在、内科医、

そして歯科医ということで頑張っていただいております。今こうして頑張っていただい

ているのに、ここへ上げていくというのもいかがなものかと思いますので、また時期が

来ましたら、そこにまた提案をさせていただきたいと思います。またその節は、恐らく

地元からの要望も出されてこようかと思いますので、ともに検討し、考えていきたいと

思いますので、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  消防を除きまして、今、説明申し上げましたが、これから平成２２年度から平成２７

年度までの過疎対策としての事業について、さまざまな件に取り組んでまいらねばなら

ない、そんな中での大まかな今現在で考えられる範囲の中で提案をさせていただいてお

りますので、これからまた新しい議員さん方の提案等がございまして、そしてこれに加

えていきたいということでまたあれば、その都度変更し、そしてやっていきたい、この

ように考えておりますので、ひとつご理解を賜りたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（美野勝男君）    消防長、家本君。 

○消防長（家本 宏君）    それでは美濃議員からの再質疑に、お答えをさせていた

だきます。 

  まず、現在の紀美野町消防本部の職員数に関しまして、統合された場合にはどうなる

のかといったようなご質疑であったかと思われますが、現在のところ、現場活動隊員と

しての消防署員が２７名、消防本部職員６名、合計３３名ということで、紀美野町の守

りにつかせていただいております。 

  先ほども申し上げましたように、広域化の大きな目的といたしまして、消防本部機能

を統合することによって効率化を図り、現場活動の充実強化を図るといったような大き

な目的がございます。そういったことからすれば、消防本部職員６名という人員に関し

ましては、若干減る可能性はあろうかと思われます。 

  ただ、先ほども申しましたように、広域化後の規模、職員数、約３００人規模となる

予定でございますが、現状の各署所への配備、また広域化に伴う多方面での組織の充実

といったようなことから、人員配置に関しましては、いろいろと検討を重ねた上で決定

されるべき事項であろうかと思われますので、現時点で明確なことを申し上げることは

困難ではないかと思われます。 

  次に、事案が輻輳した場合の対応でございますが、例えば近隣に那賀消防組合の南消

防署というところがございます。ここからこの役場を拠点に考えていきますと、１０数

分で、こちらのほうまで到着できるといったような位置関係にあろうかと思います。例

えば紀美野町消防署から現有する救急車がすべて出払っておった場合には、こちらの消

防署のほうから紀美野町内へ出動してくると。また逆に近隣の貴志川町、また桃山町内

で事案が発生して、現状での那賀消防本部が所有する救急車で対応できないような状況

の場合には、紀美野町の消防署のほうから、そちらのほうの現場へ出動して対応すると

いったような形になろうかと思われます。 

  次に、新しい拠点の整備ということが分署に含まれるのかといったようなことでござ

いますが、設置場所等々も含め、まだ詳細なことは全く決定しておりませんが、含まれ

るというふうに考えていいのではないかと思います。当然のことながら、広域化のスケ

ールメリットとして、空洞化地域の消防力の強化を図るといったことに関しては必要な

ことであり、今後検討すべき重要事項の１つとして位置づけしておりますので、ご理解

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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  以上です。 

○議長（美野勝男君）    １５番、美濃良和君。 

○１５番（美濃良和君）    いろいろあって、基本的にはまだまだこれからだという

のが大体わかったんですけど、しかしさっき言いましたように、長期・中期・短期の各

計画をもって進めていかなければならない問題として、中期計画といえば、これに当た

るんじゃないかというふうに思うんですね。そういう点で、もう少しこういうふうな方

向というのが、私はなければならないのではないかというふうに思うんですけど、とり

あえずこういうことでありますので、ちょっと進めます。 

  １１ページ、先ほどシュロの問題で、町長は支援していると、これについては先の伝

統産業について、補助金ということで書いていただいているんですけども、私が言って

いるのはシュロの栽培の方なんですけども、そういう点で一度考えて、何にしても桜以

上に、匹敵するぐらいの努力も要ると思いますので、その辺はどうかというふうに思い

ます。 

  １３ページ、確かによくあちこちで語り部というのがありますね。語り部はボランテ

ィアの方がよく当たっておられて、その地域のお話をしていくと、そういうことである

んですけども、そういう面では、かじか荘の周辺にもたくさんの話がありますし、毛原

に行ってもたくさんの話があります。そういうふうなところでお話をしていくという面

で、ボランティアが進めていければ大変いいと思うんですが、先ほど私言ったのは、も

とになる話をどうつくるのかと。要するに語り部ですから、自分勝手にその話をつくれ

ばいいのでしょうけれども、本などもつくることが必要ではないかと思いますけども、

いかがでしょうか。そういうふうなことも盛り込むべきではないかというふうに思うん

です。 

  それから桜のところで、まちおこし協議会が枝とか、そんなことは言ってないのです

よ。桜の花を植えようというのが、これからのまちおこしの、言うならば一つの枝であ

ると。まちをおこしていく上で中心になってくる、全体のものがなければならんと思う

んです。それを桜さえやっていれば、町がおきていくということにならんと思うんです

ね。大体桜でいいのかどうかということも、私はちょっとと思っているんですけども、

そういうところで、全体のこれからまちをおこしていくための、そういうものをつくら

なければならないのではないかと。それがどうにも見られないように思います。 

  いろいろな問題については、いろいろとお考えもあるでしょうけど、さあと言ってす
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ぐに医療の体制が整うというのは難しいのは、今までも随分と美里町では苦労して、何

年も医者がなかったというふうなこともあったりして、苦労してきたというふうなこと

もあります。公的な医療機関というのは、具体的に言うならば下神野に設置できるのか

どうか。その辺はどうであるのか、もう一度お聞かせください。 

  消防なんですけれども、大体分署も含まれるのではないかということなので、それは

期待したいと思います。ただ、期待と言いながら全体がわからない。先ほど来お話を聞

いても、何人の方が紀美野町の消防本部のあるところに置けるのかとか、全体がまだま

だイメージできませんし、そういう点で、早くどんなものになっていくのかということ

がなければ、賛成反対の態度も取りにくいと思うんです。 

  そういう点で、基本的に私なんか思うのでは、広域にしていこうというのは、国から

の持ち出しを少なくすると、そういうことであるのではないかというふうに思うんです

ね。そうなってまいりますと、配置の問題で十分であるのかどうか。 

  それから例えば現在の紀美野町の本署から救急車等が出払っていた場合、南でしたか、

あったのを、消防のところから来てくれるんだと、お互いに助け合いをするんだという

ふうなことであったんですけれども、その数なんかも、例えば紀美野町で考えるならば、

現在の下佐々の紀美野の本署に置かれている救急車両、今までどおり置いてもらえるの

かどうか。その上で応援というのはおかしいのですけど、同じ組合になりますから応援

ではないんですけど、そういうふうな出動のし合いというんですか、そうなるのかどう

か。現在あるところの救急車両が減ってくるということになるのではないか。その辺の

ところ、わかる範囲で答弁願いたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    それでは美濃議員の再々質疑にお答えをいたします。 

  まず１１ページのシュロ加工に絡むご質問でございますが、今、伝統工芸ということ

で、支援はしてますということでお答えをいたしました。また、その上に栽培も含めて

今後の課題としていただきたい、こういうご要望であったかと思いますので、それにつ

いてはシュロ全体を考えていきたいというふうに考えます。 

  ２点目の１３ページの語り部の養成、あるいはまた、語り部が語る物語を、まずつく

っていかないとあかんのと違うかと。それはもうおっしゃるとおりでございますので、

これはもう一連の事業として取り組んでいかなければならない、そのように考えてます。 

  また、まちづくりの花の問題でございますが、これにつきましても総合的な観点に立
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って今後検討を重ねていきたい。また、我々これから１０年先、２０年先の紀美野町を

どんな町にしたいのかということも含めて、これは考えていくべきであろうと思います

し、皆さん方のお力もおかりしていかなければならない、そのように考えてます。 

  最後に医療の問題でございますが、これも先ほど申し上げましたが、公的な医療機関

が設置できるのかと。今これ言われたところで、現在、内科医、また歯科医が活動して

いただいております。にもかかわらず、そこへ公的な医療施設を持っていくんですよと、

これは断言すべきではないと思うし、やはり状況を見ながら、また検討をしていきたい

と、そのように考えております。 

  それと広域消防の問題でございますが、人員の配置やら分署ができるのかとか、また

車両はどうなるのかというご質問もございました。しかしまだ広域消防も、今やろうか

ということで、実は県のほうでスタートしたところです。したがいまして、まだこれか

らすべてを決めていかんならんという状況の中でございますので、議員ご質問のあった

要点等を踏まえた上で、今後そうした話し合いに応じていきたい、そのように考えてお

ります。 

  以上、ご質疑の内容でございましたが、それではここへ書いていることは、すべてこ

の期間にするのかと言われたら、これも大変しんどい話でございます。できるだけこの

計画に沿った中で、一つでも二つでも計画を実行していきたい、そのような思いでおり

ますので、ひとつご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして答弁といたし

ます。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、小椋孝一君。 

（２番 小椋孝一君 登壇） 

○２番（小椋孝一君）    １点だけ、お聞きしたいと思います。 

  １６ページの真ん中辺に、橋梁整備については平成６年より老朽化が進んでいる上ノ

川橋、清水橋、吉見橋、八十子橋の架けかえ整備に着手して、現在これらの橋について

は整備を完了しているが、老朽化の激しい龍光寺橋については、平中通り２号線の改良

工事において整備すべく、平成１０年度より事業着工している。しかし県事業の国道３

７０号との関連性が強く、今後、県と調整を図りながら整備を進めていかなければなら

ない状態であるという、こういう文言が入っておりますけども、途中まで道が来ていて、

橋も架けられるような状態になっておりますけども、じゃあ現実何年までに橋の着工を
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していく考えなのか。 

  それともう１つ、橋はもちろん、先代の町長たちが議会の皆さんとともに、吉見の橋

とか黒沢橋等々建てかえをされて、今、交通手段として使っておりますけども、例を挙

げますと、黒沢橋なんかは、老朽化というより、ペンキが非常にはげてきて、塗りかえ

とか、そういうような必要性が今後生じてくる可能性があるので、そういう文言を組み

入れていってもらえたら、過疎債のほうにも使えるということではないかなと私は思う

のです。どうしても町が管理しているところについては、ペンキがはげたり、そういう

ところが非常に出てきておる状態でございますので、そこら辺、答弁をお願いしたいと

思います。 

（２番 小椋孝一君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    小椋議員の橋梁のことについてですが、議員仰せのと

おり、上ノ川橋とか清水橋、吉見橋、それから八十子橋の架けかえについては整備に着

手し、現在は供用開始をしております。 

  その下にある龍光寺橋につきましてですが、今、平中通り２号線という町道の改良工

事に伴う橋を架けかえる計画になっておりますけれども、国道３７０号との関連性とい

うことで、野鉄代替道路の改修に関連して橋を新しくしていくという関連がございます。

それから今のところは県のほうの工事ですが、一部、用地が解決してないということで、

ストップしているような状態でございます。県のほうも平成２５年度をめどに供用開始

をしたいということでございますので、それに伴い私どもも、橋の架けかえを計画をし

ておるところでございます。 

  黒沢橋等につきましては、ペンキがはがれているということですが、もちろん町内の

橋では、現在１６０何がしかの橋がある中で、点検、調査をしている橋がございます。

その橋が６９橋ありますが、その中に黒沢橋も当然入っておりますが、点検作業も終わ

りまして、町の全体の橋の今後の修繕とか架設に関しまして、全体的な計画を立てまし

て、優先されていく橋等がございますので、その計画に基づいて、黒沢橋も修繕してい

くところがあれば修繕していきたいと、そのように考えておりますので、ご理解お願い

いたします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 
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○議長（美野勝男君）    ２番、小椋孝一君。 

○２番（小椋孝一君）    今の説明で、龍光寺に関しましては平成２５年度めどで、

どういう形か、ちょっと聞くと、用地買収にかなり困難を来しているという話でござい

ますけども、あそこでとまっているということが、本当に私も毎朝あそこを歩いてるの

ですが、平成２５年度ということを聞きましたので、それまでにされるということはわ

かりました。 

  あとの修繕、約１６０ある橋梁の中で、６９橋を調査して、橋の塗りかえをするとい

うことですけども、過疎債の中に組み込んで、予算を取るということになるわけですか。

そうではなくて、一般で十分いけるという考えを持っておられるのですか。 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

○建設課長（山本広幸君）    小椋議員の再質疑にお答えします。 

  黒沢橋やほかの橋もありますが、点検、調査が終わりまして、策定計画を立てて、そ

れでいろんな事業があると思いますが、国の補助事業に対応できるような事業に組み込

めれば、補助残に対して過疎債を使わせていただきたいという考えでおります。今のと

ころは、どの事業に当てはまるとかいうことは、まだ決まっておりませんので、その時

その時で対応していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第８２号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    いろいろとつくっていただいた促進計画の案に対しまし

て、質疑をさせてもらいました。一つ言っておきますが、先ほど町長のお話の医療の問

題で、私は歯科医の問題は申し上げておりませんので、その点だけ申し上げておきます。 

  この中で、まちづくり、それからまちをどのようにおこしていくのかという点で、自
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然と花を活用し、その中で町の花である桜をもとに、まちづくりをおこしていくんだと、

そういうことになっております。これについては私も質疑の中で申し上げたとおり、町

の総合的な観点から、町をどうおこしていくのかと、そういうふうなこれからの課題を

していってもらいたいと思います。全体のところで町民全体のバランスを考えた、バラ

ンスを崩すようなお金の使い方、これはしてはならないと思います。そういう点は私は

少し課題を残しております。 

  もう１点、消防の問題についても、大変大きな問題であると思うんですけども、全体

像が示されていないと。そういうふうな中で、この２点について、すべて納得したとい

う問題ではないのですが、全体の５年間の過疎の計画、そういう点で、この案件には賛

成いたします。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第８２号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって議案第８２号は、原案のとおり可決されました。 

  しばらく休憩します。 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時３５分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ３時５０分） 

◎日程第７ 議案第８３号 平成２２年度紀美野町一般会計補正予算（第２号）について 
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○議長（美野勝男君）    日程第７、議案第８３号、平成２２年度紀美野町一般会計

補正予算（第２号）について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ７番、西口優君。 

（７番 西口 優君 登壇） 

○７番（西口 優君）    ５５ページの固定資産評価替業務委託料と固定資産路線評

価委託料というふうな部分、私、かねがね紀美野町の固定資産の評価というのは割と高

いと、こういうふうに考えております。だから委託料という限りは、委託先ということ

が当然あろうかと思うんですけども、どういうふうに委託先を決めて、どういうところ

をどんなふうに決めるという、こういうふうな部分。普通だったら委託評価委員も紀美

野町にありましたね。そしたらそういう会議は、ただ単に委託してしまうのかな。こう

いうふうに思うので、その兼ね合いという部分を尋ねたいと思います。 

  ６３ページの世界民族祭補助金、これは私としても結構いいことやなとは思いながら、

補助金が上がってくる経緯というんですか、学校から出た話か、町がなるべくこういう

ことを進めたいということでかい出したものか、その経緯という部分が、なぜこういう

ふうなっているのかなと。各種いろんなサークルがあって、補助金の使い道云々という

部分について、結構町からの縛りがきつくなっているという中で、こういうふうなもの

が出てきてることについて、決して悪いと言っているわけではないんですよ。ただ、こ

ういうことをかい出したのか、それとも向こうからの話かなと、こういうふうな部分の

経緯について、尋ねたいと思います。 

（７番 西口 優君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

（税務課長 温井 勝君 登壇） 

○税務課長（温井 勝君）    西口議員の質疑にお答えしたいと思います。 

  まず、固定資産評価替業務委託料でございますが、３年毎に評価替を行うための、不

動産鑑定士による標準地の鑑定委託料でございます。普通であれば当初予算で計上する

ものでございますが、計上漏れでございましたので、今回補正させていただきました。

というのが、平成２４年度が評価の新しい年度になりますので、平成２３年１月１日現

在の標準地の価格を不動産鑑定士に依頼するものでございますので、ご理解いただきた

いと思います。 
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  固定資産路線価評価業務委託料につきましては、固定資産の評価は、固定資産の評価

基準に基づいて、路線価方式とその他の宅地方式の評価方式で行っております。本町は

その他方式で評価を行っております。しかし市街地形式をしているところでは路線価方

式が望ましいと、評価基準で記されております。そのため、本町の地籍調査も大分進ん

でおりますので、宅地等について、路線価方式による評価業務を電算化費用として行い

たいと思いますので、その費用として計上したものでございますので、ご理解いただき

たいと思います。 

  業者の選定についてですけども、選び方ですけども、評価替業務委託料については、

不動産鑑定士による入札によって決めております。また、路線価については、業者によ

る入札を行いたいと考えております。 

  以上です。 

（税務課長 温井 勝君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 

（生涯学習課長 新田千世君 登壇） 

○生涯学習課長（新田千世君）    西口議員の６３ページの世界民族祭補助金、６０

万円について、ご説明申し上げます。 

  世界民族祭補助金は、昨年度から地域の区長を中心としまして、実行委員会が立ち上

がってございます。その実行委員会と学校のほうから、世界民族祭というのをやろうと

思うので助成していただけないかなというようなお話が昨年度からございました。それ

で県のほうも補助をするということで、町も真国の御田の舞というのが、その当時はも

う本当に継承する人がいなくて、消えかかっていると申し上げたらよろしいのでしょう

か、そういう状況だったのです。それで野上八幡宮の獅子舞とか、ほかにも紀美野町に

も伝統芸能というのがございますので、その継承に対しての取り組みということで助成

させていただきました。 

  昨年は５０万円だったと思います。本年度は昨年と同様の事業内容ですが、本当に皆

さんも新聞とかいろいろな方向で、よくご存じのことかと思いますけれども、地域への

貢献度が大変多大になってきておりますので、その分を勘案いたしまして、１０万円増

額して６０万円とさせていただきました。県の助成金のほうも、今年は実行委員会のほ

うには減ってございますので、いろいろと協議しました結果、１０万円増額ということ

になっております。 
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  どうぞよろしくお願いいたします。 

（生涯学習課長 新田千世君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ７番、西口優君。 

○７番（西口 優君）    固定資産の評価ということについて、入札を考えていると

いうのと、今までも入札していたと。これについて、当然のことながら何年かに一度は

入札評価をやっていると思うんですけど、今までの業者は何業者で入札をされてきたの

か。それと案外、僕高く感じてかなわんのやけども、業者が今まで同一だったのかどう

か。実際に今までも落札されているわけですしね。だから業者が単一の業者だったのか、

それとも複数の業者だったのか、この辺はいかがなのでしょうか。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、温井君。 

○税務課長（温井 勝君）    再質疑にお答えしたいと思います。 

  入札の経緯ですけども、近隣の町で関係される業者、５ないし６業者による入札で行

いました。不動産鑑定士によると、この間も来たわけですけども、見積もりの入札で、

入札しないで指名入札が望ましいのと違うかというような感じで来てましたけども、う

ちは入札の方式でやってますということです。料金的にも入札すると業者もかわるし、

安くなっているように思われますので。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    ５５ページ、総務費の総務管理費、１３目、町誌編纂費、

７節、賃金で、臨時雇用ということで４５万８,０００円を計上されてます。その下で

報償費、４８万円が調査員報償費ということで減額されてますが、同じ調査員の方が、

いわゆる臨時雇用になったのか、新たに臨時雇用をしたということなのか、その辺の説

明をお願いします。 

  ５９ページの農林水産費、２項、林業費、１目、林業総務費、先ほどから再三ありま

したけど、１３節、委託料でまちづくり推進委託料、４２１万９,０００円計上されて

ます。桜なんだと思うんですが、具体的な事業内容の明細について、説明をお願いしま

す。 

  同じページの１９節、負担金、補助及び交付金で、アグリビジネス支援事業補助金、



－２０１－ 

１５０万円が計上されてますが、アグリビジネスの内容、具体的にどういうものなのか、

お願いします。 

  ６３ページ、９款、教育費です。４項、社会教育費、５目、文化財保護費、１９節、

負担金、補助及び交付金で、文化財防火対策補助金として１万円計上されてますが、新

たな文化財の指定があってのことなのかどうか、お願いします。 

  ６４ページ、１２款、諸支出金、１項、基金費、１目、財政調整基金費、２５節、積

立金、２億６,０００万円が積み立てられることになってます。この補正予算が議決さ

れた時点で２億６,０００万円積み上げられることになるんですけど、その２億６,００

０万円を追加積み上げした上での財政調整基金の残高総額は幾らになるのか。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

（総務学事課長 溝上孝和君 登壇） 

○総務学事課長（溝上孝和君）    まず１点目、５５ページの町誌編纂費の７節、８

節の組みかえなんですが、同じ調査員かということですが、別です。８節の報償費は埋

蔵文化財を調査する人でありまして、７節の賃金は、今町誌編纂室で編集助手をしてい

る方です。今度まとめに入っておりますので、今までは実数が少なかったのですが、ほ

ぼ１年間、実数として上げておるのがこの分でございます。 

  ６３ページの文化財保護費なんですが、１万円の計上をしているのですが、これは十

三神社におきまして、防火用のポンプの取りかえではないのですけど、修理したための

補助金が県から下りてきております。それに伴いまして、町の補助も増額した分でござ

います。 

（総務学事課長 溝上孝和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

（産業課長 中尾隆司君 登壇） 

○産業課長（中尾隆司君）    私のほうから５９ページ、林業費の中でまちづくり推

進事業委託料、４２１万９,０００円の補正について、説明させていただきます。 

  これにつきましては、目指せ日本一の里づくり事業ということで、国道３７０号付近

の里山へ桜、もみじの植栽事業を行うということで、内訳といたしまして、桜、もみじ

の植栽ということで２５１万９,０００円、これにつきましては桜、もみじを各１００
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本ずつ植えるということで、単独事業で行いたいと。また、里山管理事業といたしまし

て、今まで桜を植栽した里山の草刈り防草事業、これにつきまして１７０万円というこ

とで、緊急雇用事業を利用したいと思います。 

  次に１９節、負担金、補助及び交付金の関係で、アグリビジネス支援事業補助金、１

５０万円につきましては、都市と農村との交流を通じたアグリビジネスの育成というこ

とで、新たな販路拡大、農家所得の拡大のための支援ということで、今回主体になりま

すのは福井地区にあります、ありがとう広場、サンキューということで、農家民泊を目

指しているところでございます。 

  その中で事業といたしまして、交流支援事業として、パンフレット、ホームページの

作成、また条件整備事業といたしまして、体験道場の整備ということで、家屋の部屋を

改造いたしまして、そこに食品加工等の作業所ですけども、これを体験道場というふう

な形で行う事業でございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務課長、井上君。 

（総務課長 井上 章君 登壇） 

○総務課長（井上 章君）    田代議員の財政調整基金の平成２２年度末現在高の予

定でございますけれども、８億７,４４２万２,０００円というのが現在の予定額でござ

います。 

  以上です。 

（総務課長 井上 章君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    林業費のまちづくり推進事業委託料、桜の苗木を１００本、

もみじの苗木を１００本ということで、両方で２００本、１本当たりの価格が１万円何

がしですかね。それで、どこからどこまでを国道沿いに植える予定なのか。苗木を買う

お金は、これで終わって、全部完成してしまうのかということ。その辺について、お聞

かせください。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

○産業課長（中尾隆司君）    今回の植栽の場所につきましては、国吉方面を予定し

ております。今回で終わってしまうのかということでございますが、一応計画におきま
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しては、平成２３年度まで植栽を進めて、長谷宮までの間をやっていきたいということ

でございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    １つは、草刈りであるとか、そういうことにあと何年ぐら

いの、いわゆるメンテナンスというんですか、整備を要するのかということと、今回は

国吉だけで、最終的には長谷宮、毛原までやりたいということで、始めた時から今まで、

それから将来にわたって、見通しというのはどのぐらいの財源が必要というふうに考え

られているのか。大ざっぱなことでいいんですけども、その辺のことについて。それか

らあとのメンテナンスについても、どれぐらいの財源が最終的には要るというふうに見

通しておられるのか。その辺のことをお願いします。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

○産業課長（中尾隆司君）    今年につきましては、そのような形でまちづくり推進

事業委託金と緊急雇用という形で、約７８０万円程度を予定しております。来年度につ

きましても、そのぐらいでできるか、もう少し計画を練り上げしないとあかんのですけ

ども、そのぐらいになるかなと思います。 

  メンテナンスの関係で、桜の植栽、約８年から１０年ぐらい、一人前になるまでかか

るかなということで、メンテナンス関係で、来年度につきましては、予定で管理関係と

いたしまして、緊急雇用等の事業を当てまして、今まで植えました植栽の部分をできる

だけ管理していきたいと。それにあわせて、地域の皆さんのご協力等によります管理に

関してのボランティア的なもの、まちづくり協議会の中でも美しい里づくり部会という

のがありますが、そこを中心として皆さんのご協力によりまして、地域の桜を守ってい

くというんですか、そういう形の推進をやりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、新谷榮治君。 

（４番 新谷榮治君 登壇） 

○４番（新谷榮治君）    １点だけお聞かせください。 

  ６４ページ、毛原公園進入路改良工事となっていますが、進入路は２カ所あるんです。

３７０号線、足立さんのところのお宮さんの横を通って、これは広いのです。それと弓



－２０４－ 

庭さんと田村さんの間を入っていく道、これは狭いのです。これは路面ですか、拡張で

すか、延長はどのくらいになるか、これだけお聞きいたします。 

（４番 新谷榮治君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 

（生涯学習課長 新田千世君 登壇） 

○生涯学習課長（新田千世君）    新谷議員のご質問の６４ページ、毛原公園進入路

改良工事の内容でございますが、毛原宮にございます毛原公園ゲートゴルフ場は、農協

の前から進入しまして、水道の駐車場がございます。水道の駐車場まで、資材等を運ぶ

ときに、そこまでは車で行けるのですが、中にございます管理棟に資材等が搬入できな

い、中を整備するときに大変困っているという地域の方からの依頼がございまして、な

るべく近くまででも、せめて軽トラックだけでも入ることができないかということで、

いろいろ検討しました結果、遊歩道がございますが、その遊歩道を若干広げまして、軽

トラックでも進入できるように改良していく予定の道路でございます。 

  以上です。 

（生涯学習課長 新田千世君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ４番、新谷榮治君。 

○４番（新谷榮治君）    今の答弁では、水道のタンクがあるんですよ。そこへ駐車

場があるんです。そこからどう道を行きますか。もう一度説明してください。物を運ぶ

のに広い道が要るというけど、どんなふうにつけるんですか。もう一度、説明してくだ

さい。 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 

○生涯学習課長（新田千世君）    ゲートゴルフ場内に車を進入できる道路です。遊

歩道がございますね。毛原の水道の駐車場の横に、細いですけども、１メートルちょっ

とぐらいの遊歩道がございますが、その遊歩道を、もう少し車の入るように広げる計画

です。 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ４時１８分） 

 

 再 開 
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（午後 ４時２２分） 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    ５５ページの財産管理費の大角土捨て場跡地防護柵設置

工事、これは地元のほうから要求があったと思うんですけど、大角土捨て場というふう

になってますが、道の駅というふうに私どもは把握していたんですけど、どうしてこう

いうふうな名前になってきたのか、お聞きしておきたいと思います。 

  ５９ページ、１つは名前の変更で、負担金補助金で、商工まつりと柿の市と補助金が

振りかわってきているように見えるんですけども、これについてお聞かせ願いたいと思

います。 

  その上の委託料の間伐・里山再生加速化事業委託金、７１０万円、もう１つ上の田代

議員も質疑されてましたが、まちづくり推進事業委託料ということで、結局、町の事業

として進められていくということになってくるのか。しかも、桜ともみじというふうに

答弁があったんですが、それで町をどのようにしていこうとしているのか、もう少し説

明をいただきたいのと、先ほど、１００本ずつの苗で２５１万４,０００円と申されま

したけども、桜、もみじ各１００本、それぞれ単価が幾らになるのか、お聞かせ願いた

いと思います。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    美濃議員の、大角の土捨て場という名前がどうし

てついたかということでございます。あの地区では以前、サンリゾートのトンネルの土

をあそこへ置いたということでございます。今回、大角の地区から集会場の駐車場の位

置がないということで、何とかその前の道、国道をはさんだ今の場所に車を置かせてほ

しいということで整備をするものでございます。 

  名前についてですが、道の駅をつくるということで、美里町時代にあったということ

であるんですが、ほかに該当する名前がないということで、今の大角土捨て場跡地とい

うことで名前をつけさせていただいてございます。 
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  ご理解いただきたいと思います。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

（産業課長 中尾隆司君 登壇） 

○産業課長（中尾隆司君）    私のほうから５９ページの負担金、補助及び交付金の

関係で、農林商工まつり事業実行委員会への５０万円の増と、柿の市イベント委員会補

助金の５０万円の減ということで、これにつきましては８月１２日に農林商工まつり第

１回実行委員会がありまして、その前段、柿の市のイベント委員会も行われております。 

  柿の市のイベント委員会の中で、以前からの話の中で、農林商工まつりと柿の市、同

一開催を行っておりましたが、この際統一した形で、農林商工まつりとして一本化して

行ってはどうかというような提案がありまして、事前の柿の市の実行委員会を解散いた

しまして、農林商工まつりへ統合するというような形で、総会で決定されております。 

  そのような関係で、今までそれぞれに補助金を出しておりました関係で、農林商工ま

つりのほうへ柿の市の分を移動するというんですか、移すというような形で、今回補正

の組みかえということでお願いをしております。 

  次にその前の１３節、委託料の中で間伐・里山再生加速化事業委託金、７１０万円、

これにつきましては森林保全の重要性、未整備の森林を解消するための間伐・里山再生

加速化事業を実施するということで、１ヘクタール当たりの間伐費用、１４万２,００

０円で、今回５０ヘクタールを予定しております。内容につきましては、切り捨て間伐

ということで５０ヘクタール、場所につきましては井堰地区で１０ヘクタール、花野原

で４０ヘクタールということで、森林組合への委託を予定しております。 

  まちづくり事業の中で、町はどうしていくのかというような話の中で、先ほども出て

きました、町にはいろいろ観光施設等ある中で、新たな桜をメインとした観光資源の開

発、またそれを進めていこうということで、現在取り組んでいる状態でございます。 

  桜の苗木につきましては、高さが約２メートルぐらいで１本１,２００円、もみじに

つきましては、同じく高さが２メートルぐらいで１,５００円という形で試算をしてお

ります。 

  以上でございます。 

（産業課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １５番、美濃良和君。 
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○１５番（美濃良和君）    農林商工まつりと柿の市が一つになってやっていくとい

うことなので、５０万円減額した分が農林商工まつりのほうに増額されて、計幾らにな

るのですか、聞いておきます。 

  まちづくりなんですけども、１つは桜が１,２００円、もみじが１,５００円というこ

とで、各１００本になったら１２万円と１５万円ですね。勘定が合わないと思いますが。 

  それと、町でこの事業をやっていくということであるならば、もう少しいろいろと練

った形でしていかなければならんのじゃないかと思うんですね。 

  先ほど田代議員の質問の中でも出てましたけども、桜にお金も使っていく、過去にも

使ってきたと思いますけども、委託していくのに、今後とも草刈り等の費用も要ってく

ると。これが本当にまちづくりということでいいのかどうか。平等にしてしまえば、い

ろんな特色がなくなって、町の特色が消えるという発想なのかわかりませんけども、し

かし町の今持っている課題というのは、本当にたくさんあると思うんですね。 

  この間から論議をしているところの、例えば高齢者独居老人をどうするのかとか、食

料の増産も考えておかなければ、桜が咲くころには、恐らく食べる物がないという時代

になってくる可能性が高いんですね。また、今心配されるところの、３０年たったら大

きな地震の確率も非常に高いと。いろんな課題がある中で、私は、桜やもみじやという

ことになるのかなというふうに思うんですよ。 

  経済情勢というのは、もっと悪くなっていくことのほうが心配されますね。今、世界

的には新自由主義という形で競争やと。それを小泉さんがどんどんやってきた。新しい

今度の政権は、さらにそれを進めるんだと言っているんですけども、そうなった場合に

貧富の格差なんてどんどん進んでいって、桜を見に来てくれるのかどうか。 

  また、我々が今、桜を使ってどうこうするということではなくて、次の世代、またそ

の次の世代というふうな方々が、本当に桜の苗を願っているのかどうか。そういう問題

もあると思うんです。 

  よく言うんですけども、町が借金をする場合、何か財政対策債なんて、ちょっと変わ

ったものもありますけど、基本的には建設債というものを、建設的な橋や道やとかいう

ようなものにしか借りられないわけですね。というのは、今つくった橋や道というのは、

将来の子孫も使うと。だから子孫も多少は金を払えよということで借金をするという、

こういうことなんですけども、それとは反対のことでしょう。将来のために我々が、極

端な話、高齢者の問題もあり、いろんな町の抱えている産業の問題もあり、いろんなと
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ころの中でお金を投じていくということが、町の財政の歳出という点から見ても、これ

でいいのかなということは私は思うんですよ。 

  そういう点でここのところ、もう少し議会で練って進めていかなければならないので

はないかと、こういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    美濃議員の再質疑にお答えをいたします。 

  今、まちづくりについてのご提言、またご質問等があったかと思うんですが、我々合

併をし、そして新しい町ができた。その新しい町の中で、福祉行政をはじめ各道路行政、

インフラ整備も含めてですが、さまざまな事業をしておる。その事業については、今の

人に対する事業なんですね。そうした中でも、将来的にこの町はどんな町にしていきた

いということで、やはり夢も持っていかないといかんという中での夢の部分に当たるの

が、桜を植え、つつじを植えと、より自然を保護していくというふうな観点であろうか

と思います。 

  そんな中で、やはり事業は事業、そして夢は夢として持って、そしてなおかつ今持っ

ている町債をより減らしていこうということで、現在皆さん方のお力をおかりする中で

進めておるところでございます。 

  先般もご質問の中でもございましたが、合併当時は１３８億円あった借金が、今１１

８億円ほどになってますということで、約この４年間ちょっとで、２０億円返還してき

たというふうな状況の中で、事業は事業としてやっていかないといけない。そしてまた、

夢は夢として持ってやっていく。そうしたことで連携を取りながら、何とかそうしたま

ちづくりを進めてまいりたい、そのように考えておりますので、ひとつご理解を賜りま

すよう、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、中尾君。 

○産業課長（中尾隆司君）    桜の植栽の単価の部分でございます。先ほど桜、もみ

じ１本当たりの単価をお示ししました。それに加えまして、植栽に要する費用、手間代、

肥料代、運送代、防草シート代、それに雑木の伐採というふうな、そういう諸々を含め

まして、２５１万８,３００円ということになりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（美野勝男君）    １５番、美濃良和君。 

○１５番（美濃良和君）    確かにそういうことであるんですね。補助金で団体にい
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ろいろやっていただいていると。例えばこの間もがたろ作戦というのを初めて見せても

らったんですけども、大変な事業をやっておられると思います。そこに補助金を出すと

いうのやったら、なるほどというふうにわかるんですけども、町が事業を丸々やってし

まうということについて、それでいいのかなというふうに思うんですよ。町の事業とし

て、ほかにいろんなやるべきこともある中で、２０年、３０年、もっと５０年先という

ふうな話もありましたけども、それに向けて、今やっておかないと、観光資源がないじ

ゃないかと。何かあったらおまえ示せよというふうなことを、おっしゃられる方もあり

ますけども、そうではないと思うんです。 

  我々議会のあるべき姿というのは、町のあるべき方向をみんなで議論し合っていかな

ければならんと思うんですけども、それが本当に桜なのか。まちづくりにとって今大事

なのは、そういうものであるのかというふうに私は思うんです。 

  先ほども申しましたように、今、本当に大変な状況になりつつあります。今もですけ

ど、さらになっていく可能性がある。高齢化が進み、どんどんと独居老人ができてくる

中で、福祉的な意味合いで、ヘルパーの車が入っていくようにどうするのか、そういう

ふうなところに持っていかなければならない。あるいは医者に行くのにも大変な状況の

中で、また買い物に苦労する方々がいてる。そういう方々をどうするのかとか、あるい

は反対に、若い方々に来てもらうためには、子どもを大事にする行政、これは町長のや

ってきたことについては、町外からも大変評価されてきているのですよ。紀美野町はち

ょっと違うと、おもしろい町ではないかというような評価になってきているんですけど

も、そういうふうなことを寺本町長はやってきたと。 

  そういうふうなことがされてきて、そしてまたそういう課題がある中で、本当に３０

年、４０年先の桜なのか、そういうふうに思うのです。しかも補助金で年間４０万円出

す、５０万円出すというのだったらわかるんですけども、丸々町が抱えて走らなければ

ならんというふうなことになってくるのは、いかがなものかというふうに思うんです。

その辺、やはりもう一度、みんなの合意の得られるようなところを踏まなければならん

というふうに思うんですけども、どうですか。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    なるほど、美濃議員のおっしゃられることも一理ございま

す。現在の状況、これをもっと踏まえよというお叱りであろうかと思いますが、やはり

私は現在の対応をし、そしてなおかつ、そうした夢を持っていく、そうしたものにも手
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がけていきたい、そうしたように思います。 

  そこで、まちづくり推進事業の今の補助率なんですが、事業についての補助率１００

パーセントという補助金を使いながらやっておりますので、町自体は、実際は金を出し

てないというふうなことでございます。 

  ただ、それに甘んじて、これを継続しているのではなしに、やはりそうした中でも厳

しい目をもって、今後とも町の花である桜を、ひとつ皆さん方と一緒に育てていきたい

なと、このように思っておりますので、ひとつご理解を賜りますように、よろしくお願

い申し上げたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第８３号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    この町をどうしていくのかという町長の政策が数字にな

ってあらわれるのが予算書だと、こういうふうに言われるんですね。町にあっては町長、

県にあっては県知事のそれぞれの政策なんですが、ただ私は、いろいろな点でよくやら

れておって、道路関係も質問に出てまいりませんでしたけども、そういう点で進められ

てきていると。そういう状況にあるというふうに、私は評価するものであります。 

  ただ、ここのところで今、私はバランスの問題を申し上げたいと思うんです。確かに

本当にまじめに桜のことを考えてやってられる方もございます。実際に自分の資材、ま

た労力を投下されていると思うんです。 

  でも、将来にわたるこのことについて、十分に考えていかなければならないのは、こ

れから以後の問題ですね。今、町長は補助率１００パーセントの金を使ってきているん

だということでありました。しかし、来年でこの事業は終わってしまうんですね。そこ

から向こうどうするのか。それは我々の大事な歳入を削って充てていかなければならな

い。そうならないようにどうするかということも、当然考えていただけると思いますけ

ども、今の時点でそうなってくると思うんです。 
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  町が本当に観光、しかも桜でおきていくのかというふうな問題を、ここだけではなら

ないのではないか、そういう心配をするんです。今、紀美野町にいてる方々、あるいは

今後来てくださる方々、その方々が、何を紀美野町のすばらしいところだというふうに

思っておられるのかを見ながら町をおこしていくということが必要ではないかと思うん

ですね。 

  そういうふうなことをしなければならない段階で、今はこういうふうに桜、あるいは

もみじ、また違うものも名前等が上がってきておりますけども、そこに、しかも町の事

業として進めていくということに対しては、私はちょっと違うのではないかなというふ

うに思うんです。 

  何にしても町民全体、皆さん方の、もう少し合意を得た形で物事を進めていくという

ことが必要かと思います。 

  そういうことで、今回いろんな点で大いに評価するところもたくさんあるんですけど

も、委託料、４２１万９,０００円、そのうち現在の草刈り等については、当然要るも

のであると思いますけれども、今後さらに拡大していこうということについて、予算で

言うならば２５１万９,０００円、これに対して私は反対いたします。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第８３号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第８３号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（美野勝男君）    起立多数です。 

  したがって議案第８３号は、原案のとおり可決されました。 

  ここでお諮りします。 
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  議案審議の途中でありますけれども、まだ案件が残っており、本日中に終了できない

見込みであります。 

  よって、本日の会議はこれで延会したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

 延 会 

○議長（美野勝男君）    したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

  本日はこれで延会します。 

（午後 ４時４７分） 


